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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

人権推進事業

総務課

334

34

人権教育推進事業（学校教
育課）

学校教育課

342

210

人権教育推進事業（生涯学
習課）

生涯学習課

205

226

事務事業評価
人権啓発の推進

① 全ての人が様々な人権課題について正しく理解し、互いを尊重しながら平和で共生
   できる社会を実現するため、家庭、学校、地域など、あらゆる機会を通じて、人権
   教育、啓発などを推進します。
② いじめやＬＧＢＴへの差別などの人権問題について、解決や解消に向けた援助をす
   るため、人権に関する相談体制の充実を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

人権啓発研修会や公民館及び小・中学
校で人権学習会を開催し、人権問題の
正しい知識を理解してもらうことがで
きました。

様々な人権問題について、学習の機会
を提供していきます。また、より多く
の市民の方が参加できるよう、学習内
容について、幅広く企画をしていきま
す。

人権啓発講演会は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止のため、中止
にしたものの、人権啓発研修会は、市
職員を対象に実施し、人権尊重意識の
高揚が図れました。

更に多くの市民や市内事業所の方など
に研修会や講演会に参加していただく
ために、開催方法や周知方法を検討し
ていく必要があります。Ａ

Ａ

人権教育上の視点を基に授業を実施
し、また、人権作文等の募集を継続し
て行い、計画的な取組に位置付けるこ
とで、児童生徒の豊かな心を育成する
ことができました。

人権作文等の取組、人権に関する授業
公開等、学校での様々な人権教育に関
わる取組をきっかけとして、市民一人
一人の人権感覚を高めていけるよう努
めます。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

男女共同参画推進事業

総務課

435

34

配偶者等からの暴力の防止
事業

総務課

12

35

Ａ

新たな取組として男性の育児参画推進
のための啓発を行いました。パート
ナーシップ・ファミリーシップの宣誓
制度導入など、性的少数者の支援を行
いました。

男女共同参画の理解を幅広い市民に浸
透させていくため、引き続きセミナー
や講演会等効果的な事業の実施や啓発
活動を行っていく必要があります。

Ａ

被害者支援について、関係機関との連
携により迅速な対応ができました。相
談機関の周知を重点的に行いました。

相談件数の増加、内容の複雑化に伴
い、適切な対応を行うための職員のス
キルの向上が必要です。

事務事業評価
男女共同参画社会の形成の促進

① 性別にとらわれることなく、誰もが個性や能力を発揮できる社会を実現するため、
   男女共同参画意識の普及及び啓発、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進などを
   図ります。
② 配偶者等からの暴力について、正しい知識の普及及び啓発を行うとともに、被害者
   の保護や自立支援を行い、安心した生活が送れるようにするための相談体制の連携
   強化を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

友好都市交流推進事業

総務課

33

35

事務事業評価
国際交流活動の推進

① グローバル化の進展に伴い、国際感覚を養うとともに異文化への理解を深め、国際
　 的な視点を持つ人材を育成するため、友好都市である大韓民国烏山市との交流など
　 国際交流活動を推進します。
② 独立行政法人国際交流基金日本語国際センターが実施するワンナイトステイ事業へ
   の協力を通じて、様々な国の方との交流から市民の国際理解を促進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

交流事業は中止に至ったものの、オン
ラインでの交流、ビデオメッセージ送
付、パネル展の開催などにより、お互
いに友好都市としての位置付けを再確
認しました。

新型コロナウイルス感染症の感染状況
や感染対策による影響を注視しなが
ら、オンラインでの交流など、コロナ
禍でも実施可能な事業を検討する必要
があります。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

国際交流推進事業

総務課

853

36

Ａ

国際交流協会と連携し、日本語教室や
相談窓口の案内について広く周知を行
い、国際文化セミナーを開催し理解を
深めることができました。

国際交流協会会員の高齢化が進んでお
り、今後新規会員の加入を促進するた
め、引き続き協会の活動をＰＲしてい
く必要があります。

事務事業評価
外国人市民に優しいまちづくりの推進

① 災害時等における外国人市民への的確な情報を周知するため、多言語による情報提
   供の充実及び通訳・翻訳ボランティアの増員を図ります。
② 外国人市民が地域で孤立することなく、安心して支え合いながら暮らすことができ
   るようにするため、市国際交流協会と連携し、日本語教室や外国人相談サロンなど
   の支援事業を推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

地域福祉推進事業

生活福祉課

1,880

111

結婚活動支援事業

生活福祉課

51

111

社会福祉法人等支援事業

生活福祉課

49,237

112

福祉事務所事務

生活福祉課

168

112

災害援護事業

生活福祉課

0

118

災害見舞金支給事業

生活福祉課

100

118

社会福祉法人認可等事務
（生活福祉課）

生活福祉課

0

―

社会福祉法人認可等事務
（障がい福祉課）

障がい福祉課

0

―

Ａ

社会福祉法人の財務諸表等電子開示シ
ステム関係の手続きを実施し、また、
法人に対し、指導及び助言を行いまし
た。

引き続き、適正な法人運営と円滑な社
会福祉事業の経営の確保を図り、地域
福祉の充実に寄与していきます。

Ａ

社会福祉法人の財務諸表等電子開示シ
ステム関係の手続きを実施し、また、
法人に対し、指導及び助言を行いまし
た。更に、法人１件の監査を実施しま
した。

引き続き、適正な法人運営と円滑な社
会福祉事業の経営の確保を図り、地域
福祉の充実に寄与していきます。

Ａ

１件の災害（火災）が発生し、申請後
速やかに見舞金の支給を行い、り災者
の生活安定を図ることができました。

災害見舞金の支給に当たり、現状を速
やかに把握し、対応していくことが必
要です。

Ａ

対象となる災害の発生がなく、弔慰金
の支払い等はありませんでした。

災害発生時には現状を速やかに把握
し、弔慰金の支払いや援護金の貸し付
け等ができる体制を整えていくことが
必要です。

Ａ

包括的な相談支援体制を更に強化する
ため、庁内関係部署及び市内関係機関
と連携し、共通認識の形成や情報共有
を図りました。

引き続き包括的な相談支援体制の強化
を図るために、様々な関係機関等と連
携をしていく必要があります。

Ａ

ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセン
ター運営協議会に加入し、市内で出張
登録会を実施したことで、市民がセン
ターへの登録をしやすい環境を作るこ
とができました。

引き続き登録者数の増加を図るため、
広報等を用いた周知を進めていく必要
があります。

Ａ

社会福祉協議会、県更生保護観察協会
飯能支部、市保護司会及び市遺族会へ
の支援により、福祉の増進を図ること
ができました。

社会福祉協議会等へ補助金を交付する
ことにより、市民に対して様々な福祉
活動の事業を展開し、更なる福祉の増
進を図る必要があります。

Ａ

相談業務等は、資格を持った職員が当
たるため、その養成を行い、適切に援
助することができました。

相談の内容は多岐にわたってきてお
り、更に専門知識が必要になってきて
います。このため、職員研修等を通
じ、専門知識の習得に努めることが重
要です。

事務事業評価
地域福祉推進体制の充実

① 日高市社会福祉協議会との連携のもと、地域支え合い体制を構築するため、地域住
   民による福祉活動を支援します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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社会福祉法人認可等事務
（長寿いきがい課）

長寿いきがい課

0

―

社会福祉法人認可等事務
（子育て応援課）

子育て応援課

0

―

日本赤十字社活動推進事務

生活福祉課

0

―

Ａ

社会福祉法人の財務諸表等電子開示シ
ステム関係の手続きを実施し、また、
各法人に対し、指導及び助言を行いま
した。

引き続き、適正な法人運営と円滑な社
会福祉事業の経営の確保を図り、地域
福祉の充実に寄与していきます。

Ａ

日本赤十字社へ活動資金を納めること
により、赤十字の活動を支援すること
ができました。また、全国の被災地に
対し、義援金を送ることで被災者を支
援しました。

日本赤十字社の活動資金が年々減少し
ているため、赤十字活動について広く
周知していく必要があります。

Ａ

社会福祉法人の財務諸表等電子開示シ
ステム関係の手続きを実施し、また、
各法人に対し、指導及び助言を行いま
した。

引き続き、適正な法人運営と円滑な社
会福祉事業の経営の確保を図り、地域
福祉の充実に寄与していきます。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

生活困窮者自立支援事業

生活福祉課

34,303

113

行旅人援護事業

生活福祉課

512

113

住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金給付事務

生活福祉課

3,912

114

住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金給付事業

生活福祉課

417,900

114

低所得者福祉援護事業

生活福祉課

7,305

116

低所得者自立支援事業

生活福祉課

906,052

117

厚生基金貸付事業

生活福祉課

0

―

高額療養費貸付事業

生活福祉課

0

―

事務事業評価
低所得者などに対する支援の充実

① 低所得者などの生活の安定と自立助長を促すため、生活保護制度、生活困窮者自立
   支援制度などを推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

生活困窮者の方に就労支援、家計改善
支援を行い自立の助長を図ることがで
きました。

就労支援制度及び日高市自立相談支援
センターの利用を促し、一人でも多く
就労できるよう自立に向けた支援をし
ていくことが必要です。

Ａ

行旅死亡人等の対応を迅速かつ適切に
行いました。また、市無縁墓地の維持
管理を適切に行うことができました。

行旅病人及び行旅死亡人が休日・夜間
に発生した場合の対応については、迅
速に対応できる体制の整備が必要で
す。

Ａ

給付金を支給するに当たり、適切に事
務を行うことができました。

返送された書類の事務処理の工夫・改
善をし、適切かつ迅速に処理すること
が必要です。

Ａ

対象者に速やかにプッシュ通知を発送
し、支給することができました。

迅速に支給できるよう、返送された確
認書の事務処理に当たっては、担当者
間の連携が重要となります。

Ａ

生活保護制度を円滑に運営するため、
研修会への参加等により知識向上を図
りました。また、医療機関への適正受
診を目的とした、被保護者健康管理支
援事業を行いました。

生活保護制度を円滑に実施するため、
引き続き、研修会への参加、書籍等の
購入、システム改修、被保護者健康管
理支援事業等を実施していく必要があ
ります。

Ａ

扶助費の支給について、適正に処理す
ることができました。

事務処理において過誤、遅延のないよ
う効率化に努めます。また、申請者に
は、制度の誤解のないよう、きめ細か
い説明に努め、申請権を阻害しないこ
とが重要です。

Ａ

貸付制度により、生活困窮者等世帯の
生活安定と自立の助長を図ることがで
きました。

返済計画に基づく返済になるよう、そ
の世帯に合った貸付額や返済計画を立
案するなど綿密な打ち合わせの下で貸
し付けし、借入者の生活の安定を図る
ことが必要です。

Ａ

令和３年度は１件貸し付けを行いまし
た。

健康保険制度による高額療養費限度額
認定の普及により利用者がほとんどい
ない状況であるため、制度継続の可否
を検討する必要があります。
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

民生委員・児童委員活動支
援事務

生活福祉課

9,168

115

Ａ

民生委員・児童委員及び主任児童委員
が地域の実状を把握し、地域に根差し
た活動を行っているため、市民が安心
して地域で生活することができまし
た。

民生委員・児童委員及び主任児童委員
の活動が円滑に行えるよう、情報提供
等を行うとともに、民生委員・児童委
員の活動について市民の理解を深める
必要があります。

事務事業評価
民生委員・児童委員の活動支援

① 民生委員・児童委員を確保するため、活動内容を広め、活動しやすい環境づくりを
   推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

障がい者（児）日常生活用
具給付事業

障がい福祉課

13,677

121

障がい者相談支援事業

障がい福祉課

25,119

121

障がい者手帳等交付事務

障がい福祉課

1,494

122

レスパイトケア事業

障がい福祉課

7,523

122

障がい福祉サービス等給付
事業

障がい福祉課

1,139,392

123

地域活動支援センター運営
事業

障がい福祉課

17,254

123

特別障がい者手当等給付事
業

障がい福祉課

16,056

124

事務事業評価
地域生活の支援

① 障がい者に対する理解を深めるとともに、差別解消や権利擁護のための取組を進め
   ます。
② 障がい者が地域で安心して生活を続けることができるよう、相談支援や各種サービ
   ス給付等を提供します。
③ 障がい者の日中における活動の場を提供することなどにより、障がい者を日常的に
   介護している家族の一時的な休息を確保します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

障がいのある人に対して、日常生活等
で必要な用具を給付することにより、
生活の安定が図られることから、貢献
度の高いものとなっています。

給付件数が多いため、遅滞なく事務を
進めることが必要です。

Ａ

障がいのある人やその家族から相談を
受け、情報提供や助言などの支援を行
うことができました。

障がいのある人が地域で自立した生活
を送ることができるよう、相談支援体
制を確保していく必要があります。

Ａ

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障
がい者保健福祉手帳の交付に係る埼玉
県への進達や再交付に係る事務を円滑
に行うことができました。

各種手帳取得に係る事務については、
引き続き埼玉県と円滑かつ、効率的に
進められるよう努めていく必要があり
ます。

Ａ

障がいのある人の日中における活動の
場を確保する等し、その家族の就労支
援や日常的に介護している家族の一時
的な休息を確保することができまし
た。

日中一時支援事業のサービスを提供す
る事業者に対し、引き続き運営に要す
る経費を補助していく必要がありま
す。

Ａ

障がいのある人に対し、必要な障がい
福祉サービスを提供するとともにその
費用の一部を遅滞なく給付することが
できました。

障がい者総合支援法及び児童福祉法に
基づくサービス利用者の増加に伴い、
その費用が年々増加しています。

Ａ

障がいのある人に創作活動又は生産活
動の機会、社会との交流促進等の機会
を提供することができました。

利用者の利用時期に変動等があるた
め、これらに留意して対応していく必
要があります。

Ａ

手当の支給により、障がいによって生
じる経済的・精神的負担を軽減するこ
とができました。

引き続き制度の周知に努めていく必要
があります。
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障がい者福祉システム管理
事務

障がい福祉課

12,789

124

障がい者（児）在宅生活支
援事業

障がい福祉課

32,837

125

介護給付費等支給審査事務

障がい福祉課

2,092

125

社会参加促進事業

障がい福祉課

26,637

126

障がい者計画等策定事務

障がい福祉課

0

―

Ａ

障がい者福祉システムを使用し、障が
い者の手帳情報管理及び障がい福祉
サービス等の利用決定事務を行いまし
た。

障がい者福祉システムの適正な管理、
運用に努めるとともに、法令の改正等
に伴い、改修を行っていく必要があり
ます。

Ａ

在宅の障がい者等が、地域で自立した
生活を送るための支援ができました。
また、日常的に介護する家族の負担軽
減が図れました。

在宅支援サービスの利用数や申請数等
が多いため、遅滞なく事務を進める必
要があります。

Ａ

新型コロナウイルス感染防止対策を講
じた上で、介護給付費等支給審査会を
円滑に開催することができました。

今後も円滑かつ、効率的に審査会の運
営を進めていく必要があります。

Ａ

各種サービスを実施し、障がい者の社
会参加を促進することができました。

各サービス等の必要性や優先順位を見
極めていく必要があります。

Ａ

計画の進捗状況を確認しながら、計画
に沿って各事業を進めました。

適宜、進捗状況の把握に努める必要が
あります。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

障がい者就労支援センター
運営事業

障がい福祉課

6,684

126

Ａ

障がい者の就職を支援することができ
ました。また、既に障がい者が利用し
ている職場も含め、職場開拓（定着支
援訪問を含みます。）を実施しまし
た。

障がいの種別や程度に応じた就労支援
に努めていく必要があります。

事務事業評価
就労への支援

① 障がい者就労支援センターを中心に、関係機関が連携しながら就職し、就労が継続
   できるよう支援します。また、障がい者の就労を進めるための環境づくりを推進し
   ます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

重度心身障がい者医療費助
成事業

保険年金課

106,668

158

Ａ

重度心身障がい者医療費の一部（一部
負担金）を助成することにより、疾病
の早期回復や本人とその家族の経済的
負担の軽減を図ることができました。

受給者の利便性向上のため、引き続き
窓口払いの廃止及び申請手続きの簡素
化等を継続実施していく必要がありま
す。

事務事業評価
医療費の助成

① 重度心身障がい者の医療費負担の軽減を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

老人クラブ支援事業

長寿いきがい課

730

152

シルバー人材センター支援
事業

長寿いきがい課

11,660

152

敬老事業

長寿いきがい課

1,083

153

高齢者運動支援事業

長寿いきがい課

304

153

高齢者保健・介護予防一体
推進事業

長寿いきがい課

334

154

一般介護予防事業【介護】

長寿いきがい課

6,484

―

事務事業評価
高齢者の健康づくり推進

① 高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、介護予防のための運動を行
   う教室や、認知症予防に関する取組を推進するとともに、就労支援などを通じて、
   高齢者の社会参加を促進します。
② 高齢者に対する保健事業と介護予防事業を一体的に捉え、健康づくりに関するきめ
   細やかな支援を行うことにより、医療費や介護保険給付費の抑制を図ります。
③ 若い世代が高齢者に感謝する気持ちの醸成を図るとともに、高齢者に喜んでもらえ
   る取組を実施するなどして、高齢者の生きがいづくりを支援します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

老人クラブが地域社会の担い手として
地域で活発に活動ができるよう育成・
強化することができました。

市老人クラブ連合会が解散したため、
単位クラブを集めた合同研修等を開催
し、情報交換等ができる機会を作る必
要があります。

Ａ

シルバー人材センターに対し補助金を
交付し、高齢者に対する就業の機会を
確保することができました。

高齢者の就業機会は、高齢化の進展に
よりますます必要となってきます。

Ａ

敬老記念品を贈呈することにより、敬
老の意を表するとともに長寿を祝福す
ることができました。

コロナ禍により実施の見送りや縮小を
行いました。今後は対面以外での実施
方法やコロナ禍に適応した事業の実施
を目指します。

Ａ

コバトン健康マイレージ事業を活用
し、老人クラブを通じて歩数計を配布
することができました。

新型コロナウイルス感染症の感染予防
のため、トレーニングジムの無料開放
を行うことができませんでした。

Ａ

感染予防に努めながら、フレイル対策
教室を開催しました。参加者アンケー
トより、「参加して良かった」、「今
後の役に立つ」との回答をいただきま
した。

コロナ禍での開催を想定して、会場を
変更するなど、より多くの方に参加し
てもらえるような改善が必要です。

Ａ

コロナ禍でも、高齢者が生き生きと過
ごすために、感染予防に努めながら、
介護予防教室を開催しました。 

高齢者が介護予防活動に自主的に身近
な場所で活動に参加できるよう、資源
を増やすような働きかけ等が必要で
す。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

総合福祉センター維持管理
事業

生活福祉課

96,359

115

在宅高齢者支援事業

長寿いきがい課

5,345

154

老人ホーム入所措置事業

長寿いきがい課

7,124

155

介護予防・生活支援サービ
ス事業【介護】

長寿いきがい課

68,228

―

介護予防ケアマネジメント
事業【介護】

長寿いきがい課

5,885

―

地域包括支援センター運営
事業【介護】

長寿いきがい課

66,254

―

在宅医療・介護連携推進事
業【介護】

長寿いきがい課

4,676

―

事務事業評価
高齢者の地域生活支援

① 介護を必要とする人と、家族や親族などの介護している人の双方が求めるサービス
   の提供を通じて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう支援します。
② 認知症サポーターの養成や、高齢者の異変を把握するネットワークの充実などに
   より、認知症やひとり暮らしといった生活課題を抱える高齢者の生活を支援しま
   す。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

指定管理者による管理業務は、施設の
平等利用の確保、効率的な運営、サー
ビスの向上などが図られ、適切な施設
運営が維持できました。

施設の老朽化が進んでおり、利用者が
安全に利用できるよう、大規模改修を
視野に入れ、計画的に修繕を行う必要
があります。

Ａ

高齢者福祉サービスについて、市ホー
ムページや広報ひだかに掲載するとと
もに、パンフレットを作成し、介護保
険サービス申請者等に窓口で配布しま
した。

様々な生活課題を抱え、社会的な支援
を必要とする高齢者への支援の充実を
図る必要があります。

Ａ

在宅で日常生活を営むことが困難で
あった高齢者に、養護老人ホームへの
入所措置を行い、生活の拠点等を適切
に提供することができました。

援護を必要とする高齢者の異変の早期
発見のために関係機関の連携による見
守りネットワークを強化していく必要
があります。

Ａ

平成28年３月から介護予防・日常生活
支援総合事業を開始し、訪問介護及び
通所介護のサービスの提供をすること
ができました。

利用者の状況に応じた、多様なサービ
スの提供ができるよう、体制の整備に
ついての検討を行っていく必要があり
ます。

Ａ

地域包括支援センターによる介護予
防・日常生活支援総合事業のケアプラ
ン作成に係る費用の支給をすることが
できました。

事業が安定してきたため、事務の効率
化などの改善点について検討を行って
いきます。

Ａ

地域包括支援センターに法令の基準に
定められた専門職を配置し、地域の高
齢者に関する様々な相談を受け、解決
に向けた支援を行いました。

地域包括支援センターの役割について
引き続き検討を行い、地域のニーズに
対応できるよう、地域包括支援セン
ターを運営する必要があります。

Ａ

多職種で構成された座談会において、
在宅医療・介護連携を目的とした市民
フォーラムを、撮影・編集しWebサイト
やケーブルテレビ等で放送・公開しま
した。

地域包括ケアシステムの構築を図るに
当たり様々な課題があるため、今後も
各構成団体と連携を図りながら、事業
を進めていく必要があります。
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生活支援体制整備事業【介
護】

長寿いきがい課

18,356

―

認知症施策推進事業【介
護】

長寿いきがい課

5,986

―

成年後見制度利用支援事業
【介護】

長寿いきがい課

613

―

家族介護支援事業【介護】

長寿いきがい課

114

―

住宅改修支援事業【介護】

長寿いきがい課

35

―

認知症サポーター等養成事
業【介護】

長寿いきがい課

49

―

地域自立生活支援事業【介
護】

長寿いきがい課

2,364

―

介護予防・生活支援サービ
ス事業費審査支払事業【介

護】

長寿いきがい課

160

―

Ａ

第１層協議体、第２層協議体を実施
し、地域課題の把握等が進みました。

第１層協議体と第２層協議体とがより
一層連携する必要があるため、双方を
互いに機能させていくことが必要で
す。

Ａ

認知症初期集中支援チームを配置し、
初期の認知症患者への早期対応・早期
受診により重症化を防ぐための体制を
確保することができました。

認知症の本人やその家族のニーズを把
握し、事業に反映させる取り組みが必
要です。

Ａ

金銭管理等が自ら行えない高齢者につ
いて、成年後見制度の市長申立を実施
した結果、選任された後見人により、
サービス利用のための契約等を行うこ
とができました。

親族との関わりがない認知症等の要援
護高齢者が増加しており、市長申立件
数の増加が見込まれます。 

Ａ

家族介護教室を開催し、ねたきりや認
知症高齢者を介護する家族の理解を深
めることができました。

高齢化の進行と平均寿命の延びにより
認知症の高齢者の増加が見込まれるた
め、家族に対するより一層の支援が必
要です。

Ａ

住宅改修理由書の作成費用が自己負担
となる方に対して助成を行って負担を
なくすことにより、介護保険制度利用
者間の平等化を図ることができまし
た。

本制度について、利用が必要な方に漏
れがないよう、周知を図っていきま
す。

Ａ

サービス提供事業者からの請求内容に
関する審査及びサービス費の支払いを
埼玉県国民健康保険団体連合会に委託
し、効率的に行うことができました。

事業が安定してきたため、事務の効率
化などの改善点について検討を行って
いきます。

Ａ

新型コロナウイルスの感染症への対策
を行い、市民や市内の企業向けの講座
を実施しました。

認知症サポーターステップアップ講座
については、引き続き、実施方法や内
容、対象者について検討が必要です。

Ａ

自宅において調理が困難なひとり暮ら
し等の高齢者に対し、栄養バランスの
良い食事を配達することで健康維持や
安否確認ができました。

配食サービス制度の周知を図り、必要
とする世帯への利用促進を図る必要が
あります。
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

介護保険特別会計繰出事務

長寿いきがい課

625,200

155

低所得者の利用者負担軽減
事業

長寿いきがい課

0

156

高齢者福祉計画・介護保険
事業計画策定事務

長寿いきがい課

0

―

公的介護施設等整備補助事
業

長寿いきがい課

0

―

介護保険一般管理事務【介
護】

長寿いきがい課

10,634

―

介護保険電算処理事務【介
護】

長寿いきがい課

15,836

―

介護保険料賦課徴収事務
【介護】

長寿いきがい課

1,694

―

事務事業評価
介護保険サービスの充実

① 心身の変化により介護が必要となった人に対し、介護支援、機能訓練、看護など適
   切なサービスを提供できるよう、介護保険により支援します。
② 自立した日常生活を営むことができるよう、必要に応じた介護保険サービスの分析
   を行い、充実したサービスを提供します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

介護保険に係る事務費、保険給付費、
地域支援事業費及び低所得者保険料軽
減の法定負担分を支出しました。

被保険者、要介護・要支援認定者の増
加に伴い、必然的に事務費が増加しま
したが、引き続き経費節減に努めま
す。

Ａ

社会福祉法人が運営する施設等におい
て、生計が困難な低所得者の利用者
が、介護サービスを安心して利用する
ことができました。

低所得者が利用者負担軽減制度を用い
て介護サービスを安心して利用できる
よう、ホームページ等で周知に努めて
いきます。

Ａ

３年ローリングにて高齢者福祉計画・
介護保険事業計画を策定するため、策
定委員会を設置しました。令和３年度
は計画期間の初年度に当たり、事業は
行いませんでした。

アンケート調査などを通して、要支
援・要介護者及びその介護者が必要と
するサービスについて検討を進めま
す。

Ａ

令和３年度は対象事業所がありません
でした。

補助を活用した施設整備ができるよ
う、制度の周知を図ります。

Ａ

委員会等の開催を最小限に抑えること
により、効率の良い運営ができまし
た。また、窓口業務などの事務委託を
行い、市民サービスの向上と事務負担
の軽減に努めました。

介護保険制度の周知に努めていきま
す。

Ａ

介護保険システムの保守、サポートを
受けることにより、安定したシステム
稼動ができました。また、介護保険制
度改正に伴い、介護保険システム等の
改修を行いました。

今後もシステムの安定稼働と介護保険
制度の改正に対応するため、情報収集
に努めていきます。

Ａ

賦課決定通知の発送等を計画どおりに
遅滞なく行いました。

普通徴収の納付率向上のため、催告の
実施や口座振替による納付等の周知を
図ります。
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介護保険認定審査会事務
【介護】

長寿いきがい課

3,760

―

要介護認定事務【介護】

長寿いきがい課

14,381

―

趣旨普及事務【介護】

長寿いきがい課

472

―

介護サービス費給付事業
【介護】

長寿いきがい課

3,480,667

―

介護予防サービス費給付事
業【介護】

長寿いきがい課

84,297

―

保険給付費審査支払事業
【介護】

長寿いきがい課

2,369

―

高額介護サービス費給付事
業【介護】

長寿いきがい課

78,899

―

高額介護予防サービス費給
付事業【介護】

長寿いきがい課

36

―

高額医療合算介護サービス
費給付事業【介護】

長寿いきがい課

10,615

―

高額医療合算介護予防サー
ビス費給付事業【介護】

長寿いきがい課

8

―

Ａ

介護認定申請に基づき行った訪問調査
及び主治医からの意見書を基に、年間
49回に渡り介護認定審査会を開催しま
した。

令和３年度は、申請から認定が出るま
での日数の平均が33.3日となり、昨年
度より短縮したものの、原則の30日以
内を上回っているため、更なる短縮を
目指します。

Ａ

申請から認定まで早期に行えるよう、
介護認定調査員への調査依頼、主治医
への意見書依頼に迅速な書類提出を促
しました。

介護予防・日常生活支援総合事業等の
サービス利用を含め、介護が必要な度
合いに応じて、制度の周知と適切な申
請案内に努めます。

Ａ

65歳の誕生日を迎え第１号被保険者と
なった人に、介護保険料等のパンフ
レットを送付することにより、効果的
に介護保険制度の周知を図りました。

全ての被保険者に制度の趣旨を理解し
てもらえるよう、パンフレットを作成
し、出前講座での活用など、周知方法
も工夫します。

Ａ

保険給付について、サービスの利用状
況及び計画の作成状況に応じ、埼玉県
国民健康保険団体連合会の審査を経
て、サービス提供事業者に適正に支払
いを行いました。

不適切なサービス提供や過誤請求とな
らないよう、引き続き事業所に対し、
趣旨普及や給付適正化に努めます。

Ａ

保険予防給付について、サービスの利
用状況及び計画の作成状況に応じ、埼
玉県国民健康保険団体連合会の審査
後、サービス提供事業者に適正に支払
いを行いました。

不適切なサービス提供や過誤請求とな
らないよう、引き続き事業所に対し、
趣旨普及や給付適正化に努めます。 

Ａ

各給付費の審査及び支払いを、埼玉県
国民健康保険団体連合会に委託するこ
とで、事務の効率化が図れました。

不適切なサービス提供や過誤請求とな
らないよう、埼玉県国民健康保険団体
連合会の報告やデータを活用し、給付
適正化に努めます。

Ａ

新規に高額介護サービスに該当した人
には申請勧奨通知を送るなどし、漏れ
なく利用者の自己負担が過度に高額に
ならないようにしました。

不適切なサービス提供や過誤請求とな
らないよう、引き続き事業所に対し、
趣旨普及や給付適正化に努めます。

Ａ

新規に高額介護予防サービスに該当し
た人には申請勧奨通知を送るなどし、
漏れなく利用者の自己負担が過度に高
額にならないようにしました。

不適切なサービス提供や過誤請求とな
らないよう、引き続き事業所に対し、
趣旨普及や給付適正化に努めます。

Ａ

新規に高額医療合算介護サービスに該
当した人には申請勧奨通知を送るなど
し、漏れなく利用者の自己負担が過度
に高額にならないようにしました。

不適切なサービス提供や過誤請求とな
らないよう、引き続き事業所に対し、
趣旨普及や給付適正化に努めます。

Ａ

新規に高額医療合算介護予防サービス
に該当した人には申請勧奨通知を送る
などし、漏れなく利用者の自己負担が
過度に高額にならないようにしまし
た。

不適切なサービス提供や過誤請求とな
らないよう、引き続き事業所に対し、
趣旨普及や給付適正化に努めます。
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在宅高齢者支援事業【介
護】

長寿いきがい課

6,016

―

特定入所者介護サービス費
給付事業【介護】

長寿いきがい課

91,763

―

介護給付費準備基金管理運
用事務【介護】

長寿いきがい課

44,518

―

介護給付費適正化事業【介
護】

長寿いきがい課

608

―

第１号被保険者保険料還付
事務【介護】

長寿いきがい課

741

―

国・県支出金等返還事務
【介護】

長寿いきがい課

23,361

―

第１号被保険者保険料還付
加算金支払事務【介護】

長寿いきがい課

0

―

特定入所者介護予防サービ
ス費給付事業【介護】

長寿いきがい課

0

―

一般会計繰出事務【介護】

長寿いきがい課

95,789

―

Ａ

在宅の要介護及び要支援被保険者で、
寝たきり又はこれに準ずる状態にある
65歳以上の常時おむつが必要な方を対
象に紙おむつを支給することができま
した。

様々な生活課題を抱え、社会的な支援
を必要とする高齢者への支援の充実を
図る必要があります。 

Ａ

施設等利用時の食費及び居住費に対し
て補足的に給付を行うことで、利用者
の自己負担額が過度とならないように
しました。

認定時の資産調査等を適正に行い、不
正な申請が行われないよう、認定事務
を工夫する必要があります。

Ａ

介護保険準備基金の運用益を積み立
て、介護保険料収入の一部を適正に積
み立てることができました。

事業状況を把握し、介護保険準備基金
を活用した適正な事業運営を図りま
す。

Ａ

介護給付適正化計画に基づき、介護給
付費明細の突合を行うなど、適正化事
業を行いました。

要介護（要支援）者の増加と複雑化す
る介護給付費に対応するため、支援シ
ステム等の導入等を検討します。

Ａ

第１号被保険者保険料に過誤納が発生
した場合に、滞ることなく還付等処理
を行いました。

過誤納の発生を減らし、効率的に還付
事務が行えるように努めます。

Ａ

前年度中に交付された介護保険給付費
等に係る国・県支出金及び支払基金交
付金を実績に基づいて精算し、超過交
付分を返還しました。

事業状況を把握し、適正に事業を執行
するように努めます。

Ａ

介護保険料還付に係る加算金が発生し
なかったため、支払事務はありません
でした。

還付加算金が発生した際は、効率的に
還付事務が行えるように努めます。

Ａ

施設等利用時の食費及び居住費に対し
て補足的に給付を行うことで、利用者
の自己負担額が過度とならないように
しました。

認定時の資産調査等を適正に行い、不
正な申請が行われないよう、認定事務
を工夫する必要があります。

Ａ

前年度中に介護保険特別会計へ繰り入
れた市負担分等を精算し、超過分を一
般会計へ繰り出しました。

事業状況を把握し、適正な決算処理が
行えるよう努めます。
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

献血等推進事業

保健相談センター

48

167

健康づくり推進事業

保健相談センター

16,833

171

健康教育事業

保健相談センター

283

171

事務事業評価
健康長寿の促進

① 市民一人一人が、生涯にわたり健康づくりに取り組めるよう、運動普及推進員や食
   生活改善推進員などの団体と連携して、豊かな自然や環境に恵まれた本市の特長を
   生かした運動や健康教室を実施し、生活習慣病予防や生涯にわたる健康づくりを推
   進します。
② 生涯の健康づくりへとつながるよう、食事を楽しみ、栄養バランス等に配慮する食
   生活の実現を目指した食育を推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

健康教室等の参加者の健康意識を高め
ることができました。また、地域の
ニーズに合わせた健康教室を実施する
ことができました。

健康教室等の参加者増加に向け、引き
続き、講座の内容及びＰＲ方法等につ
いての検討や市民のニーズ把握が必要
です。

Ａ

新型コロナウイルス感染症による献血
者減少が懸念されましたが、県血液セ
ンターや事業者等と協力し、コロナ禍
前と同様の献血者数が確保できまし
た。

県血液センター等と協力し、特に若年
層への啓発等を通じた献血者数増加に
努める必要があります。また、骨髄提
供に関する普及啓発も継続が必要で
す。

Ａ

県コバトン健康マイレージ事業に継続
参加し、ウォーキングの実践を通じた
市民の健康づくりを支援することがで
きました。

食生活改善推進員や運動普及推進員と
協働で行う事業についても、新たな参
加者を増やすための取組等を検討する
必要があります。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

検診事業

保健相談センター

29,108

172

健康相談事業

保健相談センター

21

172

事務事業評価
生活習慣病の発症・重症化予防の推進

① 生活習慣病の発症や重症化を予防するため、糖尿病・循環器病・がんの３分野をま
   とめて生活習慣病対策として位置付け、各種検診事業を推進します。
② 生活習慣病についての正しい知識の普及と情報の提供を図るために、保健師や栄養
   士による生活習慣病予防相談を実施します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

各種検診を実施し、疾病の早期発見に
成果がありました。また、感染対策を
講じながら、受診機会を確保すること
ができました。

受診率向上を目指し、疾病や検診につ
いての知識の普及啓発を図る必要があ
ります。また、検診日程や会場の選定
については工夫が必要です。

Ａ

市民の健康不安に即時に対応すること
ができました。また、個々の生活習慣
を振り返り、改善方法を見出すことが
できるよう支援しました。

市民が健康を保持・増進できるよう、
気軽に相談できる体制を維持する必要
があります。
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

看護専門学校等支援事業

保健相談センター

742

167

休祝日地域医療体制整備事
業

保健相談センター

16,234

168

飯能地区医師会等支援事業

保健相談センター

5,500

168

こころの健康づくり事業

保健相談センター

370

169

予防接種事業

保健相談センター

511,940

173

自宅療養者支援事業

保健相談センター

6,981

173

新型コロナワクチン接種推
進事業

保健相談センター

34,220

174

事務事業評価
健康を支え守るための環境整備

① 感染症の重症化やまん延を予防するため、正しい知識の普及を図るとともに、手
   洗い、うがい、マスクの着用等の感染症予防対策の周知徹底に努めます。また、市
   民の定期予防接種を推進するとともに、乳幼児健康診査などで、予防接種の確認や
   勧奨などを行います。
② 市民が必要なときに適切な医療を受けられるようにするため、身近なかかりつけ医
   と大学病院などの地域の中核的な医療機関との連携や、在宅医療推進のための環境
   づくり、救急医療体制の確保など、地域医療体制の充実を図ります。
③ こころの不調は身体面や人間関係の構築などにまで、影響を及ぼします。毎日の生
   活の中で起こる、様々な「こころの問題」の相談に応じられるよう、精神保健福祉
   士や保健師等による相談体制の充実を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

地域医療等を支える看護師、保健師、
助産師及び管理栄養士を目指す学生に
実地研修の場を提供し、貴重な人材で
ある専門職の育成に貢献することがで
きました。

地域医療維持のためには、看護師等を
目指す学生の実習受入の継続が不可欠
です。なお、飯能看護専門学校の入学
者数減少により、医師会から補助金増
額の要望があります。

Ａ

休祝日・夜間の診療体制を確保し、市
民がいつでも必要な診療を受けられる
体制を維持することができました。ま
た、医師会等と連携し、情報の共有が
図られました。

休祝日・夜間の診療体制については、
市民ニーズの把握を継続する必要があ
ります。また、適切に地域医療が提供
されるよう、引き続き医師会等と連携
する必要があります。

Ａ

医師会等に補助金を交付し、地域医療
体制の充実を図りました。また、近隣
市町の医療機関との輪番制協定によ
り、休日・夜間の急病に対応可能な体
制を確保しました。

医師会の協力を得て新型インフルエン
ザ等対策行動計画に基づく予防接種実
施マニュアルの整備が必要です。ま
た、各医療機関から輪番制の負担金増
額要求があります。

Ａ

相談者の生活状況や意向に合わせて、
電話、面接、訪問による個別相談を行
うことができました。また、自殺対策
の一環として、ゲートキーパー養成研
修を行いました。

ゲートキーパーの認知度向上や養成研
修の受講者の増加を図るため、引き続
きゲートキーパーの重要性について周
知を行う必要があります。

Ａ

LINE予約、公民館職員による予約サ
ポートの導入、個別接種（医療機関）
と集団接種（公共施設等）の併用等に
より、ワクチン接種が円滑に実施でき
ました。

接種期間の長期化による市民のワクチ
ン接種に対する意識低下を防ぐため、
有効な情報を継続して発信することが
必要です。

Ａ

定期予防接種を適切に実施したほか、
前例がない「新型コロナウイルスワク
チン」の予防接種について、迅速かつ
柔軟に対応することができました。

感染症予防を継続するため、定期予防
接種の重要性を啓発する等して、接種
率の向上を図る必要があります。

Ａ

新型コロナウイルス感染症の陽性者
で、自宅療養する市民の生活と健康を
守るとともに、安心を提供することが
できました。

陽性者の増減等、新型コロナウイルス
感染症の状況については、引き続き推
移を見極めるとともに、臨機応変に対
応する必要があります。
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施策の展開 04

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

後期高齢者健康診査事業

保険年金課

20,699

159

後期高齢者人間ドック助成
事業

保険年金課

3,386

159

後期高齢者保養所等利用者
支援事業

保険年金課

0

160

後期高齢者医療広域連合療
養給付費負担事務

保険年金課

527,366

160

後期高齢者医療特別会計繰
出事務

保険年金課

145,469

161

国民年金事務

保険年金課

1,966

162

国民健康保険推進事務

保険年金課

9,975

163

Ａ

広報ひだかでの受診勧奨、がん検診と
同日に集団健診を実施、受診期間の拡
大などにより、受診環境の向上に努め
ました。

健康診査の受診率向上のため、受診期
間、受診券郵送時期、集団検診の実施
方法など、更に受診しやすい環境の整
備が必要となります。

事務事業評価
国民健康保険制度・後期高齢者医療制度の健全な運営及び国民年金制度の趣旨
普及

① 特定健康診査、特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防対策等の保健事業を実施す
   ることにより、生活習慣病の発症や重症化を予防し、医療費の抑制に努めます。
② レセプト点検を通じ、適正受診・適正服薬を推進し、医療費の適正化に取り組みま
   す。
③ 高齢者の生活習慣病等の疾病予防のため、介護予防、フレイル対策、保健事業等を
   一体的に推進します。
④ 年金制度への理解と加入の促進のため、国民年金に関する相談のほか、国民年金制
   度の趣旨普及を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

人間ドックの際の負担を軽減すること
により、生活習慣病その他の病気の早
期発見・予防、健康の保持増進を図り
ました。

医療機関の予約から受検日までの期間
が短い場合があり、迅速な受診券発行
に努めています。

Ｂ

利用者が減少傾向にあります。高齢者
の健康の保持増進を図るという一定の
目標は達成できたため、令和３年度末
をもって事業を廃止しました。

令和３年度末をもって事業を廃止しま
した。

Ａ

埼玉県後期高齢者医療広域連合におけ
る療養費のうち市負担分を納付するこ
とにより、当該広域連合の健全な運営
に寄与しました。

埼玉県後期高齢者医療広域連合の健全
な運営に寄与するため、引き続き、当
該広域連合における療養費のうち市負
担分を納付する必要があります。

Ａ

事務費相当分及び保険基盤安定負担金
分を後期高齢者医療特別会計へ繰り出
すことにより、当該特別会計における
健全な財政運営を図ることができまし
た。

後期高齢者医療特別会計における健全
な財政運営を図るため、引き続き、適
切な額を繰り出す必要があります。

Ａ

広報ひだかや市ホームページなどによ
り制度の周知ができました。また、日
本年金機構と所得や住所などの情報提
供等により協力・連携を図ることがで
きました。

個人番号による届出が実施されてお
り、個人情報の取り扱いに対する危機
管理意識の継続が重要となります。

Ａ

運営協議会を４回開催し、安定的な運
営に努めました。  

運営協議会を開催し、審議することで
安定的な運営を図っていきます。
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国民健康保険特別会計繰出
事務

保険年金課

487,284

163

国民健康保険一般管理事務
【国保】

保険年金課

10

―

国民健康保険資格管理事務
【国保】

保険年金課

7,688

―

第三者行為求償事務【国
保】

保険年金課

213

―

診療報酬明細書点検事務
【国保】

保険年金課

5,843

―

国民健康保険団体連合会事
務【国保】

保険年金課

1,798

―

国民健康保険税賦課事務
【国保】

保険年金課

6,648

―

運営協議会事務【国保】

保険年金課

42

―

趣旨普及事務【国保】

保険年金課

358

―

一般被保険者療養給付事業
【国保】

保険年金課

3,913,515

―

Ａ

運営協議会を４回開催し審議しまし
た。また、県国保協議会の総会等に参
加し、国保運営協議会会長相互の連携
を図り、健全な運営に努めました。

国民健康保険に関する重要な事項を決
定する際には、運営協議会の意見を反
映し進めていく必要があります。

Ａ

パンフレットの配布や広報ひだか等に
よる制度内容の周知、ジェネリック医
薬品の利用促進シールの作成や利用差
額通知を送付し利用促進の啓発に努め
ました。

国民健康保険制度の仕組みや財政状況
などの周知方法を改善し、分かりやす
い説明を行っていく必要があります。

Ａ

求償事務の委託や他関係機関との連携
により適正な求償事務を行うことがで
きました。

適正な求償事務を行っていくため、診
療報酬明細書からの発見や第三者行為
届出の勧奨に努めていきます。

Ａ

一般被保険者の疾病、負傷に対し必要
な診療を医療機関等を通じて給付する
ことができました。

給付額の増加を抑えるために、特定健
康診査等の保健事業を推進する必要が
あります。

Ａ

国保総合システムを活用した内容点検
が、より詳細に実施可能となったほ
か、オンライン資格の導入により資格
点検の適正化が図られています。

事務内容を精査し、より効率的に点検
が行えるよう、研究していく必要があ
ります。

Ａ

埼玉県国民健康保険団体連合会の運営
に要する費用を負担し委託すること
で、保険者の事務の共同処理が効率的
に行われました。

埼玉県国民健康保険団体連合会へ委託
し共同処理により事務の効率化、適正
化に努めます。

Ａ

地方税法、国民健康保険税条例等に基
づき、国民健康保険税の賦課を適正に
行うことができました。

税に関する法律改正等について常に注
視し、適正な課税に努めます。

Ａ

説明会等に参加し、事務処理に係る基
礎知識を習得することができました。

会議、研修等に積極的に出席し、事務
処理能力の向上を図ります。

Ａ

被保険者の資格取得及び喪失を適切に
行うことにより、保険給付や保険税賦
課を適正に行うことができました。

資格取得及び喪失の届出がない世帯に
対して定期的に届出の勧奨等を行い、
適用適正化を図っていきます。

Ａ

国民健康保険特別会計へ繰り出すこと
により、当該特別会計において安定し
た財政運営を図ることができました。

総務省通知に基づく繰出金について
は、基準に基づき適正な繰り出しが必
要です。また、赤字削減・解消計画に
基づき、赤字の削減・解消に努めま
す。
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退職被保険者等療養給付事
業【国保】

保険年金課

0

―

一般被保険者療養費支給事
業【国保】

保険年金課

42,656

―

退職被保険者等療養費支給
事業【国保】

保険年金課

0

―

審査支払手数料支払事務
【国保】

保険年金課

8,461

―

一般被保険者高額療養費支
給事業【国保】

保険年金課

612,036

―

退職被保険者等高額療養費
支給事業【国保】

保険年金課

0

―

一般被保険者高額介護合算
療養費支給事業【国保】

保険年金課

619

―

退職被保険者等高額介護合
算療養費支給事業【国保】

保険年金課

0

―

一般被保険者移送費支給事
業【国保】

保険年金課

0

―

退職被保険者等移送費支給
事業【国保】

保険年金課

0

―

Ａ

療養費として、償還払いの現金給付を
行うことにより、現物給付の補完に寄
与することができました。

支給額の増加を抑えるため、適正受診
の推進に努めます。

Ａ

療養費の支給申請に備えました。 申請があった際に適切な事務が行える
よう体制づくりに努めます。

Ａ

退職被保険者等の疾病、負傷に対し必
要な診療を医療機関等を通じて給付で
きるよう備えました。

給付があった際に適切な事務が行える
よう、体制づくりに努めます。

Ａ

高額療養費の支給申請に備えました。 申請があった際に適切な事務が行える
よう体制づくりに努めます。

Ａ

申請勧奨及び支給事務を適正に行うこ
とができました。

関係課所との連携を強化し、支給事務
の効率化を図ります。

Ａ

国民健康保険団体連合会における診療
報酬明細書の審査により、適正に給付
を行うことができました。

支払いまでの期限が短いため、関係課
所との連携を取りながら、支払いの遅
延がないよう努めます。

Ａ

高額療養費を支給することにより、一
般被保険者の一部負担金の軽減を図る
ことができました。

高額療養費における自己負担限度額は
被保険者の年齢や世帯の状況により異
なるため、常に正確な情報の把握が必
要となります。

Ａ

支給申請に備えました。 申請があった際に適切な事務が行える
よう体制づくりに努めます。

Ａ

支給申請に備えました。 申請があった際に、関係課所と連携
し、適正な支給事務に努めます。

Ａ

支給申請に備えました。 申請があった際に適切な事務が行える
よう体制づくりに努めます。
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出産育児一時金支給事業
【国保】

保険年金課

10,064

―

出産費資金貸付事業【国
保】

保険年金課

0

―

出産育児一時金支払事務
【国保】

保険年金課

5

―

葬祭費支給事業【国保】

保険年金課

5,000

―

傷病手当金支給事業【国
保】

保険年金課

405

―

一般被保険者医療給付費分
納付金支払事務【国保】

保険年金課

1,021,145

―

退職被保険者等医療給付費
分納付金支払事務【国保】

保険年金課

16

―

一般被保険者後期高齢者支
援金等分納付金支払事務

【国保】

保険年金課

395,385

―

Ａ

被保険者の出産に際して、直接支払制
度を利用することにより費用の負担軽
減を図ることができました。

直接支払制度と窓口での申請（差額支
給、海外出産など）がありますが、引
き続き適切な事務に努めます。

Ａ

葬祭を行う人の経済的負担が軽減され
ました。

葬祭を行う人の経済的負担を軽減する
ため、引き続き葬祭費を支給する必要
があります。

Ａ

就労することができなかった被保険者
への経済的負担を軽減することができ
ました。

該当被保険者の経済的負担を軽減する
ため、引き続き傷病手当金を支給する
必要があります。

Ａ

出産費資金の貸し付けに備えました。 直接支払制度に対応しない医療機関等
もあるため、廃止については検討が必
要です。

Ａ

出産育児一時金支払事務の委託をした
ことにより、医療機関に適切な支払い
ができました。

安心して出産ができるよう、引き続き
直接支払制度を推進する必要がありま
す。

Ａ

国民健康保険法等の規定に基づき、適
正に納付を行うことができました。

納付期限内の納付に努めます。

Ａ

国民健康保険法等の規定に基づき、適
正に納付を行うことができました。

納付期限内の納付に努めます。

Ａ

国民健康保険法等の規定に基づき、適
正に納付を行うことができました。

納付期限内の納付に努めます。
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退職被保険者等後期高齢者
支援金等分納付金支払事務

【国保】

保険年金課

5

―

介護納付金分納付金支払事
務【国保】

保険年金課

152,532

―

財政安定化基金拠出金納付
事務【国保】

保険年金課

0

―

共同事業事務費拠出金納付
事務【国保】

保険年金課

1

―

特定健康診査事業【国保】

保険年金課

40,687

―

特定保健指導事業【国保】

保険年金課

1,643

―

疾病予防事業【国保】

保険年金課

15,285

―

保養所等利用者支援事業
【国保】

保険年金課

0

―

Ａ

国民健康保険法等の規定に基づき、適
正に納付を行うことができました。

納付期限内の納付に努めます。

Ａ

年金受給者一覧表を活用し、確認する
ことができました。

退職被保険者等の適正化は、国保財政
運営の適正化へとつながるため、引き
続き、共同事業を推進する必要があり
ます。

Ａ

国民健康保険法等の規定に基づき、適
正に納付を行うことができました。

納付期限内の納付に努めます。

Ａ

財政不足が生じることなく適正に管理
することができました。

引き続き、適正に管理する必要があり
ます。

Ｂ

利用者が減少傾向にあります。被保険
者の健康増進を図るという一定の目標
は達成できたため、令和３年度末を
もって事業を廃止しました。

令和３年度末で事業を廃止しました。

Ａ

国民健康保険に加入している該当者に
無料の受診券の送付や受診勧奨を行い
啓発に努めました。また、集団健診の
回数を増やし健診の機会を増やすこと
ができました。

特定健康診査の必要性を啓発、健診の
機会を増やすなど、受診率の向上に努
めます。

Ａ

人間ドック受検の際の負担の軽減、生
活習慣病の早期発見等、健康増進に努
めることができました。医療費通知の
送付により医療費の意識向上に努めま
した。

人間ドックの受検は、生活習慣病等の
早期発見、予防に効果的なため、引き
続き事業の周知に努めていきます。

Ａ

特定健康診査を受診し、特定保健指導
が必要な人に対し、指導の案内を送
り、指導勧奨及び保健指導を実施する
ことができました。

被保険者の健康や生活習慣病による医
療費の増加を防ぐため、引き続き指導
勧奨に努めます。
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国民健康保険財政調整基金
管理運用事務【国保】

保険年金課

0

―

国民健康保険税還付事務
【国保】

保険年金課

4,424

―

国民健康保険税還付加算金
支払事務【国保】

保険年金課

12

―

国・県支出金等返還事務
【国保】

保険年金課

26,509

―

一般会計繰出事務【国保】

保険年金課

30,133

―

後期高齢者医療資格事務
【後期】

保険年金課

3,709

270

後期高齢者医療広域連合共
通経費負担事務【後期】

保険年金課

14,964

270

後期高齢者医療保険料徴収
事務【後期】

保険年金課

5,687

271

Ａ

地方税法、国民健康保険税条例等の規
定に基づき、適正に還付を行うことが
できました。

国民健康保険資格喪失者の早期把握に
努め、還付金の減少を目指します。

Ａ

国民健康保険財政調整基金を適正に管
理することができました。

引き続き、適正な管理に努めます。

Ａ

地方税法、国民健康保険税条例等の規
定に基づき、適正に還付加算金の支払
いを行うことができました。

国民健康保険資格喪失者の早期把握に
努め、還付金の減少を目指します。

Ａ

県支出金の精算を適正に行うことがで
きました。

県支出金等の精算は複雑であることか
ら、誤りがないよう十分な精査を行い
ます。

Ａ

埼玉県後期高齢者広域連合における共
通経費のうち市負担分を納付すること
により、当該広域連合の健全な運営に
寄与しました。

埼玉県後期高齢者広域連合の健全な運
営に寄与するため、引き続き、当該広
域連合における共通経費のうち市負担
分を納付する必要があります。

Ａ

口座振替の促進、督促状・催告書の送
付、電話催告及び戸別訪問（臨宅徴
収）などを随時行い、後期高齢者医療
保険料収納率向上に努めました。

被保険者の公平性確保のため、後期高
齢者医療保険料収納対策の取組を一層
強化し、引き続き収納率向上に努める
必要があります。

Ａ

特別会計における収支を適正に精算す
ることができました。

一般会計からの繰入については、精算
により残額が生じた場合には、一般会
計へ返還します。

Ａ

事務担当者研修会等に積極的に参加
し、職務遂行上必要な知識等の習得を
図ることができました。

職務遂行上必要な知識等の習得を図る
ため、引き続き、事務担当者研修会等
に積極的に参加する必要があります。
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後期高齢者医療広域連合保
険料等納付事務【後期】

保険年金課

727,463

272

後期高齢者医療保険料還付
事務【後期】

保険年金課

678

273

後期高齢者医療保険料還付
加算金支払事務【後期】

保険年金課

1

274

一般会計繰出事務【後期】

保険年金課

2,554

275

Ａ

特別会計における収支を適正に精算す
ることができました。

一般会計からの繰入については、精算
により残額が生じた場合には、一般会
計へ返還します。

Ａ

迅速な被保険者資格管理及び収納管理
を行うことにより、過誤納金に係る保
険料還付金の発生を防ぐことができま
した。

過去の保険料変更に伴う還付加算金の
算定がされた場合、対象者への適切な
説明が必要となります。

Ａ

徴収した後期高齢者医療保険料、延滞
金及び保険基盤安定負担金を埼玉県後
期高齢者医療広域連合に納付すること
により、当該広域連合の健全な運営に
寄与しました。

埼玉県後期高齢者医療広域連合の健全
な運営に寄与するため、引き続き適正
な額を納付する必要があります。

Ａ

被保険者資格管理及び収納管理を適正
に行うことにより、当該被保険者に対
し、遅滞なく還付手続きを行うことが
できました。

特別徴収（年金天引き）に係る保険料
について、日本年金機構の処理状況に
より、還付手続きに時間を要する場合
があります。
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

バス交通利用促進事業

危機管理課

1

48

鉄道利用促進事業

危機管理課

38

48

地域公共交通臨時支援事業

危機管理課

4,110

49

事務事業評価
公共交通の利用促進

① 安全に移動できるようにバス交通や鉄道交通の利用促進を図ります。
② 交通結節点である高麗川駅及びその周辺を整備し、公共交通の利用促進を図りま
   す。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

コロナ禍により、大きな影響を受けて
いる地域公共交通事業者へ支援金を交
付することにより、日常的な交通手段
の確保に寄与できました。

外出自粛やリモートワーク等により、
今後も地域公共交通事業者への影響が
考えられるため、感染対策を講じた上
での利用促進が必要となります。

Ａ

バス事業者との情報交換を通して、路
線バスの利用状況など現状把握、意思
疎通が図れました。

バス利用の現状把握のため、路線バス
の利用状況の確認を継続して実施する
必要があります。

Ａ

関係自治体と連携し、鉄道事業者に対
する要望を行いました。

輸送力の増強や駅施設の改善等につい
て、各鉄道事業者に引き続き協議や要
望活動を行う必要があります。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

高齢者等おでかけ支援事業

危機管理課

6,874

49

Ａ

自力での移動が困難な高齢者等の移動
手段を確保するため、75歳以上の高齢
者、75歳未満の運転免許証自主返納者
に、路線バス、タクシーの利用補助を
実施しました。

おでかけ支援及び地域自主運行事業の
利用者はともに前年度比増となりまし
たが、更なる利用者増加に努める必要
があります。

事務事業評価
高齢者等の移動困難者の交通手段の確保

① 高齢者等の移動困難者の移動手段が確保できるように支援します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

交通安全啓発事業

危機管理課

1,297

50

交通安全施設整備・維持管
理事業

危機管理課

33,942

50

交通安全指導事業

危機管理課

326

51

交通安全推進団体育成事業

危機管理課

0

51

交通災害共済加入促進事業

危機管理課

210

52

事務事業評価
交通安全の推進

① 安全に通行できるように交通安全施設整備を推進します。
② 交通事故から身を守れるように交通安全教育の周知啓発を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

各種交通安全運動では、感染対策を行
い警察及び交通関係団体と連携し、交
通安全意識の啓発を図ることができま
した。

自転車用ヘルメットの着用促進や自転
車の安全利用の啓発を図っていく必要
があります。

Ａ

区長要望に基づく交通安全施設の整
備、老朽化した交通安全施設の修繕を
行い、交通安全の確保につなげまし
た。

区長要望による交通安全施設の整備や
道路標識等の老朽化が進み、修繕依頼
の要望が増加しています。警察と連携
し、計画的に維持修繕を行っていく必
要があります。

Ａ

交通災害共済加入を自治会(区)を通じ
て推進したことにより、5,259人が加入
し、区を通じての加入者の割合が全加
入者の約80％となりました。

交通災害共済の加入率は市人口の約
12％です。市民の安心安全を守るため
に、引き続き市ホームページや広報ひ
だか等で周知し、加入を促進します。

Ａ

コロナ禍の中でも、感染対策を行い交
通安全教室を実施することができまし
た。

交通安全意識の向上のため、継続して
交通安全教室を実施し、交通事故の防
止に努めます。

Ｂ

会員による交通安全を祈願した手作り
ステッカーを作成し、新入学児童全員
へ配布しました。

母の会の会員数が年々減少傾向にあり
ます。今後の活動の内容について検討
する必要があります。
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施策の展開 04

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

放置自転車対策事業

危機管理課

4,459

52

Ａ

平日の午前７時から９時までの間、高
麗川駅及び武蔵高萩駅周辺の自転車整
理を行いました。

自転車駐車場については、駅から近い
所へ利用が集中するため、比較的空き
のある自転車駐車場の利用啓発に努め
ます。

事務事業評価
自転車安全利用の推進

① 放置自転車が減少するように、自転車利用者に対して自転車駐車場への利用を推進
   します。
② 放置自転車を早期に撤去し、歩行者空間を確保します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

災害対応事業

危機管理課

1,440

54

防災情報伝達システム整
備・維持管理事業

危機管理課

1,841

54

防災計画等推進事務

危機管理課

8,316

55

防災啓発事業

危機管理課

56

55

自主防災組織等活動支援事
業

危機管理課

155

56

自動体外式除細動器（ＡＥ
Ｄ）整備・維持管理事業

危機管理課

2,423

56

避難行動要支援者支援事業

危機管理課

754

57

被災地支援事業

危機管理課

0

57

Ａ

避難行動要支援者同意者名簿を民生委
員や区長等へ提供し、災害時の安否確
認や避難誘導の支援に備えました。

制度を周知するとともに、名簿の活用
方法や個別計画の検討が必要となって
います。

Ａ

被災地からの災害派遣要請があった場
合、速やかに対応できるよう備えまし
た。

職員派遣要請があった場合、速やかに
対応できるよう職員の人選等を調整し
ておく必要があります。

Ａ

自主防災組織の活性化と育成を図るこ
とを目的に補助金を交付しました。

各自主防災組織の防災意識を高め、活
動を充実させることが必要です。

Ａ

ＡＥＤを適正に管理し、市民の生命の
安全の確保に取り組みました。

ＡＥＤが設置されていない市内の店舗
や集客施設への設置を引き続き進めて
いきます。

Ａ

最新の水害リスク情報を盛り込んだハ
ザードマップを作成し、全戸配布しま
した。地域における強靭化の指針とな
る国土強靭化地域計画を策定しまし
た。

直近の実災害や新型コロナウイルス感
染症のまん延を踏まえた地域防災計画
の修正が必要となります。

Ａ

訓練が滞りなく実施できるよう、早期
から準備に取り組みました。

新型コロナウイルスの感染が続く中
で、安全に実施できる訓練内容・訓練
手法を検討する必要があります。

Ａ

台風接近の際には事前に対応体制を取
り、地震発生の際には直ちに参集し情
報発信を行う等の対応を行いました。
避難所で配布する備蓄食糧を計画どお
りに入れ替えました。

災害時の情報収集や対策を実施する場
合においては、長時間に渡る対応や危
険を伴う作業が求められます。

Ａ

防災行政無線の放送内容をツイッター
等でも配信したことで、確実に情報を
伝えることができました。戸別受信機
の配布により、防災行政無線の難聴問
題に対応しました。

防災行政無線の難聴区域が依然として
存在することから、補完・代替手段を
講ずる必要があります。

事務事業評価
防災体制の強化

① 職員の動員体制の整備を推進します。
② 災害対策活動における、地域が一丸となった「共助」を強化する活動の支援を推進
   します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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災害復旧事業

建設課

227,943

186

災害協定締結促進事務

危機管理課

0

―

Ａ

令和元年東日本台風（台風第19号）に
より被災した橋梁３橋（新井橋、新堀
橋、久保ノ下橋）の復旧工事（橋梁下
部工、上部工）を実施しました。

災害復旧事業では、災害復旧に必要な
予算を速やかに把握しつつ、現場の対
応を行うことが必要となります。

Ａ

災害時において施設を一時的に避難所
として利用できる協定を締結し、市民
の避難先の選択肢を増やすことができ
ました。

災害時の新型コロナウイルス感染症対
策にも対応できる協定を締結していく
必要があります。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

埼玉西部消防組合事務

危機管理課

758,299

58

消防団事務

危機管理課

38,207

59

消防団施設等維持管理事業

危機管理課

2,268

59

Ａ

消防団詰所や車両等を適切に維持管理
することにより、災害時の消防体制を
確保することができました。

消防団詰所の老朽化や車両の更新等に
計画的に対応していく必要がありま
す。

Ａ

埼玉西部消防組合へ負担金を支出し、
消防・救急体制の充実強化を図りまし
た。

負担額については、埼玉西部消防組合
及び構成市で協議し精査する必要があ
ります。

Ａ

消防団の活動を支援することにより、
防災体制の強化と地域の安全や安心の
確保につながりました。

地域防災力の強化のため、消防団員の
継続的な確保が課題であり、消防団へ
加入しやすい環境づくりが必要です。

事務事業評価
消防体制の強化

① 様々な災害などに迅速かつ的確に対応するため、消防署と消防団が連携を図り、地
   域の防災体制の強化を推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

防犯啓発事業

危機管理課

2,365

53

Ａ

飯能警察署及び飯能署管内防犯協力会
等と合同で、駅前や商業施設において
感染対策をして街頭防犯キャンペーン
を行いました。

特殊詐欺については、コロナ禍を利用
した巧妙なものとなっているため、街
頭防犯キャンペーン及び防犯パトロー
ルにより犯罪被害防止の呼びかけをし
ていきます。

事務事業評価
防犯活動の推進

① 自主防犯活動団体への支援を行うとともに、警察や関係機関との連携を図り、防犯
   活動を推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

幹線市道整備事業

建設課

19,081

180

都市計画道路見直し事務

都市計画課

0

―

Ａ

区長要望に基づき、市道幹線44号の用
地を取得し、道路改築工事を実施しま
した。

財源や用地確保の問題があり、十分な
幅員が確保できない状況です。

Ａ

埼玉県が事業主体である国道407号バイ
パス線の日高区間の整備が完了したこ
とにより、広域的な道路による利便性
の向上を図ることができました。

長期間未整備となっている都市計画道
路について、地域の実情等を踏まえて
検証を行い、必要に応じて見直しを検
討する必要があります。

事務事業評価
県道や都市計画道路の整備促進

① 交通渋滞を解消し、近隣都市間の交流を円滑にするため、関係する市町と連携し、
   国県道の整備が進むよう働き掛けを行います。
② 市内の移動をスムーズにする幹線道路、都市計画道路などの整備を計画的に推進し
   ます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

雨水排水整備事業

建設課

26,029

180

生活道路整備事業

建設課

13,875

181

街路維持管理事業

建設課

409

185

Ａ

情報の共有及び直面している課題解決
等について、例年協議会等の活動を通
じて、構成団体が連携し取り組むこと
により、街路事業に関する知識の習得
が図られました。

街路整備に先行して取得した用地につ
いて、適正な維持管理を行っていく必
要があります。

Ａ

道路冠水やこれに起因する周辺への影
響に対し、側溝及び管渠等の雨水排水
施設を整備するなど、道路環境の改善
を行うことによって、被害の軽減が図
られました。

整備箇所の選定に当たっては、区長要
望事項に重点を置いていますが、広域
的な視点に立ち、問題解決に向けた検
討を行う必要があります。

Ａ

区長要望への対応については、既存道
路の用地を有効活用した側溝の設置や
路肩の拡幅により、歩道空間が確保さ
れるなど道路環境の改善や利便性が向
上しました。

引き続き限られた財源の中で、効率的
な整備手法等を工夫することで、地域
の身近な要望にできる限り対応し、生
活道路環境等の改善を図っていく必要
があります。

事務事業評価
生活道路の整備

① 地域からの要望等を踏まえながら、生活道路としての機能向上、歩行者などの安全
   性を確保し、道路環境の改善を図ります。
② 大雨時の道路冠水、宅地などへの浸水被害を防止するため、側溝等の雨水排水施設
   を整備します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

道路愛護推進事業

建設課

1,297

176

道路台帳整備事業

建設課

12,865

176

後退道路整備事業

建設課

252

177

道路等維持管理事業

建設課

8,521

177

道路等維持・補修事業

建設課

204,235

179

幹線道路等舗装補修事業

建設課

61,718

179

Ａ

区長要望など地域の身近な要望に基づ
き、街路樹剪定、道路修繕及び側溝清
掃等を実施することにより、快適な道
路環境の維持に努めました。

地域の身近な要望には、速やかにか
つ、きめ細やかな対応に心掛け、引き
続き快適な道路環境が確保できるよう
に努めていく必要があります。

Ａ

防災・安全社会資本整備交付金を活用
し、舗装修繕工事を２路線、約0.67キ
ロメートル実施したことで、騒音及び
振動等が改善され、安全性の向上を図
ることができました。

安全で円滑な交通の確保に向け、舗装
等の維持管理を効率良く行うため、定
期的に点検を実施し、計画的に舗装修
繕等を進める必要があります。

Ａ

狭あい道路（建築基準法第42条第２項
道路後退を要する道路）の解消に向け
て、道路用地の確保を進めることがで
きました。

道路用地の寄付に対して、計画的な道
路整備をすることは難しい状況です。
狭あい道路の解消に向けた取組を市民
向けに、広く周知する必要がありま
す。

Ａ

各種会議及び研修会等に参加すること
で各種事業への理解が深まり、また、
情報交換や他市町との連携を図ること
もできました。

各種協議会の活動については、有意義
な研修内容にすることで成果が十分発
揮できるよう、各協議の中で常に新た
な提案をしていく必要があります。

Ａ

道普請事業に対する理解を深めるた
め、区長会議を通じて周知するととも
に、簡易な修繕及び除草等に対して資
材の支給を行うなど行政区の活動との
連携が図れました。

高齢化に伴う道路美化団体が減少して
いることを踏まえ、活動団体を新たに
確保することや市民による新たな美化
活動方法を検討する必要があります。

Ａ

道路台帳として的確なデータ整備及び
管理を行い、電子化システムにより、
迅速に市民等へ情報提供し、普通交付
税の基礎数値にて、適切に用いること
ができました。

道路の改築工事や開発許可による道路
の新設等により、道路状況は毎年様々
に変化しています。これらの情報を的
確に反映することが課題となっていま
す。

事務事業評価
道路の維持管理

① 安全で快適な道路空間を確保するための定期的な点検など、計画的な維持管理を行
   います。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 04

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

橋りょう整備事業

建設課

15,913

182

河川水路維持管理事務

建設課

1,286

183

河川・水路整備事業

建設課

99,547

184

Ａ

区長要望に基づき、護岸工等必要な整
備を実施しました。これらにより、法
面の洗堀等による被害の拡大を防ぐこ
とができました。

財源確保が課題で部分的改修に留めざ
るを得ない状況です。緊急自然災害防
止対策事業債など有利な財源を利用
し、計画的な改修方法について検討し
ていく必要があります。

Ａ

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、
７橋の定期点検を実施し、安全性や健
全性などの確認をすることにより、施
設の健全度を把握することができまし
た。

５年に１度実施する橋りょう点検に
よって、その状態を把握するとともに
結果を長寿命化修繕計画に反映させ、
計画的に修繕工事を進める必要があり
ます。

Ｂ

大谷川流域の浸水対策のために設置し
た施設の適切な維持管理等を行うこと
により、河川災害を防ぎ、継続的に安
全性を確保しています。

厳しい財政状況にありますが、大谷川
排水機場施設の維持管理等の負担金に
関しては、流域関係市の役割として、
引き続き適正に支出する必要がありま
す。

事務事業評価
橋の維持管理と河川環境の保全

① 安全で円滑な交通を確保するための定期点検を行うとともに、橋梁
りょう

長寿命化修繕計画

   に基づく修繕を実施します。

② 河川の治水機能を確保しつつ良好な生活環境を維持するため、地域からの要望を踏

   まえ、河川環境の改善を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

開発許可事務

都市計画課

167

188

建築確認等事務

都市計画課

1,935

188

地籍調査事業

建設課

3,092

178

地籍情報維持管理事業

建設課

6,775

178

高麗川駅東地区整備事業

市街地整備課

77,758

196

都市計画事務

都市計画課

4,492

190

高麗川駅東口開設事業

市街地整備課

11

197

Ａ

令和３年度に締結したＪＲ東日本との
実施設計協定に基づき、諸条件の整理
等を行い、施行協定に向けた協議を行
うなど東口開設に向けた準備を進める
ことができました。

高麗川駅東口開設に向け、ＪＲ東日本
との施行協定の締結後、早期開設に向
けた工期短縮を図る必要があります。

Ｂ

市道幹線６号、高麗川駅東口通線（市
道B287号線）との交差点改良工事を発
注し、一部工事の実施により、高麗川
駅東口開設に向けた道路の整備を進め
ることができました。

道路整備による周辺地域の居住環境の
向上等に伴い、交通量の変化等に対応
するための配慮も必要となります。 

Ａ

都市計画に関する手続き等を行い、地
域の特性に応じた計画的かつ適正な土
地利用を図ることで、将来都市像の実
現に向けたまちづくりができました。

良好な市街地形成に向けて都市計画の
見直しを進め、都市機能や住環境の更
なる向上を図る必要があります。

Ａ

地籍調査の成果により、個人の財産で
ある土地についての情報が明確になり
ました。

住宅が密集し、筆数及び地権者が多
く、きめ細やかな作業（調査）が要求
されますが、これまでと同様に地権者
の理解等を得ながら円滑に実施してい
く必要があります。

Ａ

地籍調査システムを利用することで、
適切に地籍情報を管理することが可能
となり、市民サービスの向上を図るこ
とができました。

常に最新の情報として活用するために
は、法務局から送付される所有者情報
を地籍調査システムにて継続的に更新
していく必要があります。

Ａ

許可案件の審査等の手続きを進めるこ
とにより、地域の特性に応じた土地利
用と利便性の向上を推進することがで
きました。

開発許可に伴う擁壁構造計算は専門知
識を要します。大地震に備えて引き続
き被災宅地危険度判定士の養成及び活
動用の機材を整備する必要がありま
す。

Ｂ

建築物等の確認審査、検査及びパト
ロール等により、適切な指導を行うこ
とができました。

建築確認書類審査や各種証明書の交付
などを迅速に行い、窓口業務を簡素化
するため必要な情報の電子化を促進す
る必要があります。

事務事業評価
地域の特性に応じた土地利用の推進

① 人口減少社会に対応するため、都市機能と居住の緩やかな集約化を目指します。
   また、旭ケ丘松の台地区の組合土地区画整理事業を支援するなど地域の特性に応じ
   た土地利用を誘導します。
② ＪＲ高麗川駅東口の開設に向け、自由通路及び都市計画道路等の周辺整備を積極的
　 に進めます。
③ 開発行為や建築行為の適切な指導により、計画的かつ適正な土地利用を誘導しま
   す。
④ 地権者の同意のもと、計画的な地籍調査により、土地の確定を進め、数値による管
　 理を行います。
⑤ 生活の場として、日高市を選んでもらえるよう魅力あるまちづくりを推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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武蔵高萩駅自由通路維持管
理事業

市街地整備課

4,656

197

居住誘導促進事業

都市計画課

4,500

193

Ａ

本制度を周知するため、広報ひだかや
市ホームページに掲載するほか、市内
不動産会社へチラシ等を配布したこと
で希望者から多数申請があり、移住・
定住を促進しました。

早期に予算額に達したことから、拡充
を求める声が多い状況となっていま
す。また、社会情勢により年度内完了
が困難になり、交付対象外となる事例
が発生しています。

Ｂ

清掃業務、エレベーターの保守点検等
適正な維持管理を行い、利用者の利便
性、安全性の確保に努めることができ
ました。企業の有料広告や行政情報を
多数掲示できました。

今後も快適で衛生的な環境を確保する
必要があります。更に企業の有料広告
の掲出件数を確保する必要がありま
す。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

屋外広告物事務

都市計画課

5

189

地震防災促進事業

都市計画課

536

189

空家等対策推進事業

都市計画課

1,216

193

市営住宅維持管理事業

都市計画課

3,166

194

地区計画制度活用事務

都市計画課

0

―

Ａ

届出の審査を行うことで、地区の特性
を踏まえた良好な住環境を確保するこ
とができました。

地区内の良好な住環境を形成、維持す
るための制度ですが、社会状況の変化
に対応した見直しを検討する必要があ
ります。

Ａ

空家等対策協議会を開催し、協議事項
の調整や情報交換を行いました。特定
空家等として３件を認定、うち１件は
解消することができ、良好な住環境の
保全に寄与しました。

管理不全な空家等の増加に伴い、解消
に向けた手続きを進めていく必要があ
ります。また、日高市空き家・空き地
バンク活用のため制度の見直しを検討
する必要があります。

Ｂ

需要検討調査や人口推計等を踏まえ、
第２次日高市営住宅長寿命化計画を策
定するとともに、家賃滞納整理事務処
理要綱を策定し、適正な維持管理を行
うことができました。

予防保全型維持管理を行いますが、老
朽化の進行が顕著であるため、修繕費
等が増加する可能性があります。ま
た、家賃滞納の解消に向けて事務処理
を進めていきます。

Ｂ

良好な住環境を保全するため、屋外広
告物の指導などのパトロールを実施し
て景観の形成、風致の維持及び公衆に
対する危害防止に努めました。

許可できない規模、色彩及び設置場所
では無許可で設置する事業者がありま
す。引き続きパトロール等により、設
置状況を調査して指導を実施していく
必要があります。

Ａ

耐震に関する情報提供等の成果によ
り、住宅の簡易耐震診断を実施するこ
とで耐震化を推進し、建物の倒壊被害
から、市民の生命、財産を守ることが
できました。

これまで地震防災の意識啓発を図りま
したが、今後も可能な限り、公民館で
の相談会開催等による地域へ出向いた
啓発活動を行う必要があります。

事務事業評価
安心で良好な住環境の整備・保全

① 良好な住環境を保全するため、屋外広告物等の設置に関する景観形成に努めます。
② 適正な管理が行われていない空き家等に対して、総合的かつ計画的な対策を講じ
   ます。
③ 住宅や宅地の耐震化を促進するため、耐震診断、耐震改修に係る支援等を行いま
   す。
④ 市営住宅を計画的に適正管理するとともに、使用料管理に努めます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

土地区画整理事業特別会計
繰出事務

市街地整備課

174,012

198

土地区画整理事務

市街地整備課

20

198

土地区画整理事務【北】

市街地整備課

328

278

土地区画整理事業【北】

市街地整備課

280,044

278

土地区画整理事業債元金償
還事務【北】

市街地整備課

169,917

279

土地区画整理事業債利子支
払事務【北】

市街地整備課

5,337

280

事務事業評価
土地区画整理事業の推進

① 宅地の利用増進のため、武蔵高萩駅北土地区画整理事業の早期完了を推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

各会計の支払いが滞らないよう、事業
の実施状況等を見極めながら繰出しの
時期を調整したことで、計画どおり事
業を進めることができました。

今後予定している換地処分に向け、適
正な額となるよう、事業内容を十分把
握していく必要があります。

Ａ

埼玉県土地区画整理事業推進協議会で
の構成市町との情報共有により、土地
区画整理事業に関する最新の知識が習
得でき、担当職員の能力の向上を図る
ことができました。

今後も協議会の活動を通じて、更に最
近の事例等必要な情報の収集を行いな
がら、換地処分に向けて計画的に事務
処理を進める必要があります。

Ａ

事業の進捗状況を踏まえながら、開催
の時期及び回数を決定したことで、適
切に審議会及び評価員会を開催するこ
とができました。

審議会及び評価員会については、引続
き事業の進捗状況を的確に促えた上
で、適切な内容で実施ができるよう開
催時期及び回数について調整を図る必
要があります。

Ａ

都市計画道路別所通線の整備を148.5ｍ
行い、道路整備率が100％になりまし
た。出来形確認測量を約21ha実施し、
換地処分に向けた準備を進めることが
できました。

更に換地処分に向けて積極的かつ計画
的に事務処理を進めることで、早期に
土地区画整理事業を完了させる必要が
あります。

Ａ

償還計画に基づき、地方債元金償還金
を適正に支出しました。

－

Ａ

償還計画に基づき、地方債利子を適正
に支出しました。

－
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施策の展開 04

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

生産緑地地区維持管理事業

都市計画課

97

192

都市公園等維持管理事業

市街地整備課

71,112

200

Ａ

耕作状況の現地調査を行い、適正な維
持管理に努めました。また、特定生産
緑地指定に係る手続きの円滑化を図
り、良好な都市環境の形成に向けて取
り組みました。

特定生産緑地を希望しない地区につい
ては、買取り申し出等の制限解除に関
する事務が増加するため、計画的に対
応する必要があります。

Ｂ

除草や清掃業務、公園内遊具の保守点
検等を適切に行い、利用者の安全確保
に努めました。日高総合公園は、指定
管理者制度の活用により、サービスの
向上が図れました。

公園周辺の住民や区長から寄せられて
いる要望に対して、公園施設や植栽の
維持管理を強化していく必要がありま
す。

事務事業評価
安心で魅力ある公園・緑地づくり

① 民間活力を活用した施設運営や計画的な維持管理を行い、魅力ある公園づくりを目
   指します。
② 市街地における緑地の役割を維持、保全するため、生産緑地地区の適切な管理、指
   導に努めます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 05

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

企業誘致推進事業

都市計画課

0

190

圏央鶴ヶ島ＩＣ周辺基盤整
備事業

都市計画課

0

191

高萩北部土地区画整理事業

市街地整備課

12,458

199

Ａ

事業計画等の検討や都市計画法に基づ
く手続きの調整、交差点改良部分の土
地購入や配水管施設整備設計を行うな
ど組合設立認可に向けた準備を進める
ことができました。

早期の組合設立認可へ向けて、引き続
き関係機関との調整を図る必要があり
ます。

Ａ

立地相談対応により企業の意向を把握
し、更なる企業誘致推進のため指定区
域運用方針の見直しを行うなど、雇用
拡大等の取組により、市の活性化を図
ることができました。

立地可能な産業用地の減少に伴い、市
街化編入等といった都市計画法に基づ
く手法により、新たな産業用地創出を
検討する必要があります。

Ａ

川越市、鶴ヶ島市及び日高市にまたが
る計画区域について、基盤整備に向け
て、埼玉県及び３市で調整を図り、産
業用地創出に向けた準備を進めること
ができました。

基盤整備を進めるためには、調整事項
が多岐にわたることから、関係部署に
よる連携及び調整を入念に行う必要が
あります。

事務事業評価
産業用地の創出

① 圏央道の整備効果を生かして産業用地を創出し、周辺環境に配慮した企業の誘致を
   推進します。
② 旭ケ丘松の台地区の組合土地区画整理事業の支援を行い、市民の就業の場を創出し
   ます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

61



62

1299
線

1299
タイプライターテキスト
100.0



施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

水源浄水施設維持管理事業
【水道】

水道課

373,544

―

水源浄水施設整備事業【水
道】

水道課

112,618

―

事務事業評価
安心で安定した水道水の供給

① 市民が安心して飲める水道水を供給するため、水源環境を保全し、水質を適正に管
   理します。
② 水道水を安定して供給するため、浄水施設を計画的に更新するとともに、適切な維
   持管理に努めます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ｂ

水道水質基準項目及び水質管理目標設
定項目の水質検査のほか、放射性物質
測定を適正に行うことで水道水の安全
性が確認できました。

水道水の安定供給のため、職員の技術
の向上や継承を行っていく必要があり
ます。

Ｂ

高萩第２取水場及び高萩第３取水場の
電気設備老朽化に伴う更新工事を実施
したことにより、更に安定した運転管
理が可能となりました。

老朽化した設備がいまだに多く存在し
ているため、引き続き計画的な設備の
更新を行っていく必要があります。職
員の技術の向上や継承を行っていく必
要があります。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

配水施設維持管理事業【水
道】

水道課

87,130

―

配水施設整備事業【水道】

水道課

281,009

―

事務事業評価
災害に強い給水体制の確立

① 災害に強い給水体制を確立するため、水道施設の耐震化を計画的に推進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

漏水による断水や水圧低下の発生を防
止するため、漏水調査を行い、修理を
実施しました。この効果により、水道
事故の発生を抑制することができまし
た。

漏水調査や管路の点検を計画的に進
め、水道事故の未然防止、管路の延命
化に努める必要があります。

Ｂ

老朽管の更新を行う際に、地震に強い
耐震管を採用することで、効率的に老
朽管の更新及び耐震化率の向上を図る
ことができました。

管路の老朽化や地震等の発生に備え、
耐震管の整備が必要であるため、引き
続き計画的かつ強力的に更新を行う必
要があります。
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

受託工事事業【水道】

水道課

25,203

―

水道料金徴収事務【水道】

水道課

82,361

―

水道事業経営事務【水道】

水道課

11,752

―

事務事業評価
水道事業の運営基盤の強化

① 水道事業を将来にわたって運営するため、適切な資産管理と中長期的な財政収支の
   見通しにより、老朽化施設を計画的に更新するとともに、健全かつ安定的な事業運
   営に努めます。
② 水道事業の将来を担う人的資源を確保し、技術力を継承するため、職員を適切に配
   置するとともに、職員教育を充実させ、人材育成を図ります。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ｂ

大口使用者の水道水供給が年度当初に
中止になったことで給水収益は大幅な
減収となりましたが、経費削減等の対
策を講じ、総収支比率100％以上を保つ
ことができました。

収益の増収が見込めない中、施設更新
を先送りにしないよう、将来にわたっ
て財源を確保する方策の検討が必要で
あり、経営面や企業会計に精通した職
員の育成が必要です。

Ａ

指定給水装置工事事業者の指定の更新
制（５年）が導入され、運用が開始さ
れていますが、更新対象の事業者には
個別に通知を発送し、適切な周知を図
ることができました。

給水装置工事を適切に管理するため、
市指定給水装置工事事業者には引き続
き技術指導するとともに、技術力の向
上を目的とした研修会の参加を推進し
ていきます。

Ａ

収納業務を適切に執行することで水道
料金の収納率を高い水準に保ちまし
た。水道メーターは防錆塗装のみで環
境に配慮し、修理して再使用すること
で経費を節減しました。

宅地内漏水の確認方法や給水管の凍結
予防方法などを広報ひだか、市ホーム
ページ、検針票等を活用して水道使用
者に積極的に周知し、引き続き節水意
識の醸成を図ります。
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

汚水管渠整備事業【下水
道】

下水道課

997,556

―

下水道接続促進事業【下水
道】

下水道課

1,449

―

事務事業評価
汚水処理施設の整備

① 生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、汚水処理施設の整備を推進し
   ます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

コミュニティ・プラントで汚水処理し
ていた高麗処理分区を公共下水道に一
元化するため、管渠の切替工事を行い
ました。

下水道認可区域内の管渠未整備箇所を
計画的に整備するため、今後も関係課
所と協議、調整を進めていきます。

Ａ

公共下水道の整備完了区域において、
未接続家屋を対象に接続に向けた普及
促進を行い、公衆衛生の向上及び公共
用水域の水質保全に努めました。

水洗化率の向上による投資効果の早期
発現に向けて、今後も公共下水道への
接続普及促進に努めていきます。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

雨水管渠整備事業【下水
道】

下水道課

38,607

―

Ａ

旭ケ丘松の台土地区画整理事業を対象
区域とした小畔川第７号雨水幹線整備
工事に着手しました。

市街化区域における雨水管渠整備は、
放流先となる現況河川の整備計画、管
渠布設の道路幅員を確保する等の課題
があり、関係機関との調整を進める必
要があります。

事務事業評価
雨水処理施設の整備

① 近年頻発する集中豪雨に対し、浸水被害を防止するため、雨水処理施設の整備を推
   進します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

管渠維持管理事業【下水
道】

下水道課

380,256

―

浄化センター整備事業【下
水道】

下水道課

443,919

―

浄化センター維持管理事業
【下水道】

下水道課

369,004

―

農業集落排水施設維持管理
事業【下水道】

下水道課

35,233

―

コミュニティ・プラント維
持管理事業【下水道】

下水道課

119,853

―

事務事業評価
下水道施設の維持管理

① 老朽化対策や適正な放流水質を維持するため、計画的かつ効率的な維持管理を推進
   します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ｂ

管渠を良好な状態に保つため、閉塞修
繕や伏越管渠の清掃を行い、適切な維
持管理ができました。

良好な生活環境を維持するため、状況
把握と老朽化した管渠の修繕、清掃業
務など既存施設の適正な維持管理を行
う必要があります。

Ａ

重要設備である汚泥脱水機の更新が完
了しました。また、高麗処理分区の公
共下水道への接続に必要な天神橋ポン
プ場建設工事を完成することができま
した。

施設の新設及び更新の際には、重要施
設を優先的に行うこととしています
が、耐用年数を超過した老朽施設も多
く、費用の増大が懸念材料となってい
ます。

Ｂ

法的要求基準値を満たす水質を保つこ
とができました。公共下水道への切替
工事を完了し、処理施設の稼働を停止
し、今後維持管理費の低減が期待でき
ます。

施設内の残汚泥の処理やアスベスト撤
去等、施設解体に向けた検討・準備を
進める必要があります。

Ａ

放流水質の法的要求基準値を大きく下
回りました。浄化センター等維持管理
業務委託の内容へ動力費等の管理を含
めたことでより効率的な運用が可能と
なりました。

浄化センター内の汚泥脱水機更新及び
高麗処理分区の公共下水道への接続
等、浄化センターの状況が大きく変
わったため、水質や運転状態等に注視
する必要があります。

Ａ

処理施設等の適正な維持管理に努めた
ことで、安定した水質を保つことがで
きました。

維持管理に多大な費用を費やしている
ことから、汚水処理施設の効率化や維
持管理費低減のため、農業集落排水の
公共下水道接続に向けた研究が必要で
す。
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施策の展開 01

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

保育所等入所事務

子育て応援課

266

129

保育料徴収事務

子育て応援課

179

129

民間保育園等児童保育委託
事業

子育て応援課

519,788

143

民間保育園等特別保育支援
事業

子育て応援課

41,930

143

子どものための教育・保育
給付事業

子育て応援課

323,318

144

子育てのための施設等利用
給付事業

子育て応援課

115,226

144

家庭保育室児童保育委託事
業

子育て応援課

0

145

事務事業評価
多様な保育サービスの提供

① 家庭環境や就労状況などの変化に伴う保育ニーズに応えるとともに待機児童を発生
   させないように保育所や認定こども園、学童保育室の保育体制を維持します。ま
   た、一時預かり保育などの多様な保育サービスの充実により、仕事と子育てが両立
   できる環境づくりに努めます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

保護者の就労などにより保育施設での
保育が必要な児童に対し、適正な入所
審査及び利用調整を行うことができま
した。

幼児教育・保育の無償化により、保育
認定事務などが混乱することがないよ
う、事務処理方法を改善していく必要
があります。

Ａ

口座振替未登録者や滞納者に対し定期
的に登録や納付を促し、効率的な事務
が図れました。

休園による保育料減免処理が増えたた
め、事務処理が増加しました。

Ａ

保護者の就労等により保育を必要とす
る児童を市内及び市外の民間保育園へ
委託し、保護者の生活の安定と児童の
健全な発達に寄与することができまし
た。

施設へ支払われる委託料の算定は、複
雑なため、慎重で適切な事務処理を行
うべく施設と協力しながら実施しま
す。

Ａ

充実した保育サービスの提供を実施し
た施設に対し、安定した運営を行える
よう補助金を交付しました。

多様化する保育ニーズに対応するた
め、他の自治体や施設の情報収集が必
要です。

Ａ

認定こども園への入園案内で、幼稚園
機能と保育機能の振り分けが順調に進
められました。

認定こども園への入園では、保護者の
生活形態により提出書類が異なること
から、慎重な対応が必要です。

Ａ

保護者が書類の提出で混乱しないよう
に幼稚園の事務担当者と協力して実施
することができました。

保護者が混乱することがないように、
幼稚園と協議しながら事務効率の改善
を図る必要があります。

Ａ

市外の保育料負担が高い家庭保育室か
ら、認定こども園など比較的負担の少
ない施設へ案内できました。

転入などで継続して市外の家庭保育室
の利用を希望する保護者のための現状
維持が必要です。
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保育士等処遇改善臨時特例
交付金交付事業

子育て応援課

5,161

130

学童保育室維持管理事業

子育て応援課

313,528

147

公立保育所保育運営事業

子育て応援課

68,579

147

地域型保育事業の認可事務

子育て応援課

0

―

Ａ

新型コロナウイルス感染症への対応と
少子高齢化への対応が重なる最前線に
おいて働く保育士及び放課後児童支援
員等の処遇改善を行うため、事業費を
交付しました。

給与等の改善が継続して行われるよ
う、各施設に制度を周知していく必要
があります。

Ａ

市内の地域型保育事業所が児童を安全
に保育できる施設として基準を満たし
ていることが確認できました。

保護者が安心して預けられる施設であ
るか、慎重に審査を行い適正な認可を
行います。

Ａ

保護者が就労等により昼間家庭にいな
い小学校就学児童に対し、待機児童を
出すことなく市内の学童保育室へ入室
させることができました。

保護者からの入室希望と市内の小学校
児童数を見極めながら、待機児童０人
を維持できるよう、提供体制の充実を
図る必要があります。

Ａ

保護者の就労等により保育が困難な世
帯の児童を公立保育所へ入所させるこ
とで、保護者の経済的な安定と児童の
健やかな育成が図られました。

保育所での児童の活動内容を理解して
いただく一日保育体験を利用し、子育
ての大切さを理解していただくように
配慮していきます。
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施策の展開 02

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

児童福祉推進事務

子育て応援課

49

130

児童手当等支給事務

子育て応援課

5,747

131

子ども医療費支給事業

子育て応援課

134,000

131

多子世帯応援事業

子育て応援課

1,160

132

ファミリーサポートセン
ター運営事業

子育て応援課

3,472

132

産前産後家庭サポート事業

子育て応援課

127

133

赤ちゃんの駅整備事業

子育て応援課

0

133

子ども家庭支援事業

子育て応援課

5,193

134

事務事業評価
子育て環境の充実

① 子育てにおける経済的負担を軽減するための支援を行うとともに、子育てに関連す
   る情報を発信し、子育て中の親子が集える場を提供します。また、子育て世代包括
   支援センターなど関係機関が連携した相談体制の充実を図るとともに、産前産後や
   子育てに不安を抱えている保護者との関わりを強化していきます。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

児童福祉審議会において、児童福祉に
関する事項について、審議しました。

児童福祉審議会において適切に調査審
議が行えるよう、児童福祉に関する情
報及び資料の提供に努めます。また、
審議結果や提言等を児童福祉関連施策
に生かしていきます。

Ａ

児童手当、児童扶養手当及び特別児童
扶養手当を円滑に支給し、制度につい
て広報ひだか等で周知しました。ま
た、制度改正に伴い、児童手当システ
ムの改修を行いました。

児童手当の制度改正が令和４年度に予
定されているため、混乱が生じないよ
うに国の動向に合わせて広報ひだか等
で周知します。

Ａ

中学校３年生までの入通院及び入院時
食事代にかかる医療費の支援により、
保護者の経済的負担の軽減を図ること
ができました。

医療費（助成額）抑制のため、疾病予
防及びジェネリック医薬品を推奨しま
す。また、令和４年10月からの現物化
地域の拡大に向け、準備を円滑に進め
ます。

Ａ

第３子以降の児童を出産した多子世帯
の保護者を対象に、紙おむつ等を支援
することにより、保護者の経済的負担
の軽減を図ることができました。

対象となる世帯が漏れなく支援が受け
られるように広報ひだか等で周知しま
す。

Ａ

利用会員及び協力会員の相互扶助活動
により、子育て世帯を支援しました。
また、利用促進のため、活動状況をパ
ネルにて展示するなど、活動の理解を
広めました。

利用会員及び協力会員の登録者を増加
させるため、広報ひだか等で周知しま
す。また、より多くの子育て世帯が利
用しやすいように、制度の見直しを行
います。

Ａ

妊産婦からの依頼を受け、講習を受け
たサポーターが家事等の支援を行うこ
とで、産前産後期の家事・育児の負担
を軽減することができました。

多くの方に制度を知っていただき、妊
産婦の産前産後期の不安を少しでも緩
和できるよう努めます。また、妊産婦
を支援するサポーターを増やしていき
ます。

Ａ

市ホームページ等を活用し、市内にあ
る赤ちゃんの駅の周知に努めました。

既存の赤ちゃんの駅が利用しやすい環
境の維持に努めます。また、新たな赤
ちゃんの駅設置に向けた相談があった
場合、適切に対応します。

Ａ

児童虐待が疑われる家庭や児童の養育
不安のある家庭に対して、関係機関と
連携し、専門の職員が対象家庭の状況
に沿った丁寧な対応を行いました。

児童の養育に不安のある家庭が安心し
て相談できるような環境を整備しま
す。また、関係機関との連携を密に
し、各機関の役割分担のもと、家庭の
支援に努めます。
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子育て短期支援事業

子育て応援課

198

134

助産施設及び母子生活支援
施設入所措置事業

子育て応援課

0

135

里親普及促進事務

子育て応援課

9

135

子育て応援事業

子育て応援課

66

136

地域子育て支援拠点運営事
業

子育て応援課

17,342

136

発達に関する育児相談事業

子育て応援課

1,583

137

子育て利用者支援事業

子育て応援課

33

137

子どもの貧困対策推進事業

子育て応援課

7

138

子育て世帯生活支援特別給
付金給付事務

子育て応援課

6,355

138

子育て世帯生活支援特別給
付金給付事業

子育て応援課

52,280

139

Ａ

保護者の育児疲労等により、児童の養
育が一時的に困難となった子育て家庭
の支援を行うことができました。ま
た、ひとり親家庭等の優先利用に努め
ました。

安心して児童を預けることができるよ
う受入先施設との連携に努め、児童の
養育が一時的に困難になる子育て家庭
の支援に努めます。

Ａ

当該年度の利用はありませんでした。 保護が必要な母子等を早期に適切な措
置につなげられるよう、制度の周知に
努めます。

Ａ

10月の里親月間に合わせて、里親制度
について広報ひだかで周知するととも
に、市役所ロビーでパネル展示を行い
ました。

里親登録が少しでも増えるよう10月の
里親月間に合わせて、広報ひだかでの
特集記事の掲載やパネル展示などの周
知の強化に努めます。

Ａ

子育て中の保護者に対し、広場等の場
所を提供することにより、保護者の子
育て不安の解消、相談できる人とのつ
ながりの確保等の支援ができました。

応援隊スタッフの確保が課題となって
います。今後も機会を捉えてスタッフ
の募集、事業のＰＲに取り組みます。

Ａ

交流の場の提供と子育てに関する相
談、援助を行いました。各拠点施設が
連携して共同事業を行い、相互での利
用促進に取り組みました。

子育てに不安を抱える子育て家庭にき
め細かな支援を行えるよう、関係機関
との連携を図り、子育て支援の充実に
努めます。

Ａ

子どもの発達支援巡回事業により、早
期の発見・支援に繋げることができま
した。福祉幼児教室の回数を増やし、
子育てに不安感を抱く保護者に寄り添
うことができました。

育児指導や助言を生かすことができる
よう、その後のフォローアップが必要
です。また、臨床心理士による心理検
査は効果が高いため、検査体制を維持
することが必要です。

Ａ

子育て親子に寄り添った支援を行いま
した。また、関係機関に出向いて情報
連携を図るほか、「はじめましての
日」を開催し、子育て総合支援セン
ターの利用を促しました。

当市の実状に応じたきめ細かい対応が
できる運営を引き続き検討する必要が
あります。

Ａ

日高市社会福祉協議会の、フードパン
トリーを通じて、ひとり親家庭等に対
して食の支援を行いました。

経済的に困窮する子育て家庭等に対
し、食の支援が届くように情報提供を
行います。また、継続的にフードパン
トリーを実施できるように、活動趣旨
の理解を広めます。

Ａ

コロナ禍における経済的支援として、
ひとり親家庭や住民税非課税世帯に対
する給付金の支給を適正に行いまし
た。 

コロナ禍における経済的支援として、
ひとり親家庭や住民税非課税世帯に対
する給付金の支給について、国の動向
を注視します。

Ａ

コロナ禍における経済的支援として、
ひとり親家庭や住民税非課税世帯に対
する給付金の支給を適正に行いまし
た。

コロナ禍における経済的支援として、
ひとり親家庭や住民税非課税世帯に対
する給付金の支給について、国の動向
を注視します。
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子育て世帯への臨時特別給
付金給付事務

子育て応援課

4,217

139

子育て世帯への臨時特別給
付金給付事業

子育て応援課

760,000

140

子育て世帯への臨時特別給
付金給付事務（特例給付対

応分）

子育て応援課

109

140

子育て世帯への臨時特別給
付金給付事業（特例給付対

応分）

子育て応援課

27,200

141

児童手当支給事業

子育て応援課

760,110

145

ちびっ子広場維持管理事業

子育て応援課

1,647

148

高根児童室運営事業

子育て応援課

832

148

子育て総合支援センター運
営事業

子育て応援課

454

149

安心出産支援事業

保健相談センター

26,759

169

乳幼児支援事業

保健相談センター

6,906

170

Ａ

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給を適
正に行いました。

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給につ
いて、国の動向を注視します。

Ａ

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給を適
正に行いました。

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給につ
いて、国の動向を注視します。

Ａ

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給を適
正に行いました。

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給につ
いて、国の動向を注視します。

Ａ

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給を適
正に行いました。

コロナ禍における経済的支援として、
子育て世帯に対する給付金の支給につ
いて、国の動向を注視します。

Ａ

法令等に基づき、児童手当の支給を適
正に行いました。

国の動向など情報収集に努め、適正に
支給します。また、令和４年度に児童
手当の制度改正が予定されているた
め、混乱が生じないよう周知に努めま
す。

Ｂ

地元区との協定により、広場の管理を
適正に行いました。また、遊具の安全
確保のため、遊具点検を適正に行いま
した。

管理協定を締結している地元区と連携
し、広場の適正な利用、管理に努めま
す。また、遊具点検を行い、事故の未
然防止に努めます。

Ａ

定期的に事業を実施することで、子ど
もや保護者間の交流を支援することが
できました。また、地域資源の情報提
供や子育てに関する相談・支援ができ
ました。

子育て親子のニーズを把握し、親子に
寄り添った支援に取り組みます。高根
児童室に代わる、新たな子育て支援拠
点の運営方法について検討する必要が
あります。

Ａ

感染対策を十分に行い、乳幼児とその
保護者が安全に交流できる場所を提供
できました。

地域との交流が図られ、子育て支援を
行う体制づくりが求められています。

Ａ

母子健康手帳の交付、妊婦健康診査費
助成、「パパ・ママ教室」の開催等を
通じて、妊娠・出産・育児に関する知
識の普及啓発や安心安全な妊娠・出産
を支援しました。

「パパ・ママ教室」について、参加者
の増加や維持に向けて、引き続き、教
室の内容や開催方法等を工夫する必要
があります。

Ａ

乳幼児健康診査により、身体発育及び
精神発達の状況に応じて必要な支援を
行うことができました。

子育ての悩みを持つ家庭については、
赤ちゃんサロンのような気軽に参加で
きる場を相談のきっかけとするため、
実施方法や内容等を工夫する必要があ
ります。
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未熟児養育医療費支給事業

保健相談センター

1,947

174

母子保健利用者支援事業

保健相談センター

0

―

Ａ

医療費の給付を通じて、保護者の経済
的負担の軽減や安心して子どもの成長
を見守る環境を提供することができま
した。

未熟児養育医療給付制度については、
引き続き適切な情報提供が必要です。

Ａ

妊娠届出時から関わり始めることによ
り、妊娠・出産・育児についての不安
や悩みについて、状況に応じた切れ目
ない支援を実施することができまし
た。

妊娠から子育てにわたる様々な悩み、
特定妊婦、産後うつへの対応等、多様
なニーズや困難事例に対応するため、
精神保健福祉士等の専門職の配置の検
討が必要です。
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施策の展開 03

施策の展開
概要

事務事業名

担当課

経費※単位＝千円

主要な施策の成果説明書頁

ひとり親家庭等医療費支給
事業

子育て応援課

22,263

141

母子及び父子家庭自立支援
事業

子育て応援課

4,396

142

ひとり親家庭等生活支援事
業

子育て応援課

4,462

142

児童扶養手当支給事業

子育て応援課

173,671

146

事務事業評価
ひとり親家庭の自立支援

① ひとり親家庭の保護者が、社会的・経済的に安定した職に就業できるよう、関係機
   関と連携して相談体制を充実させるとともに、専門的な職に就く際に必要となる資
   格取得を支援します。

評価
ランク

評価すべき事項
（良かった点、成果を上げた点など）

改善すべき事項
（問題点、課題点、解決方策など）

Ａ

ひとり親家庭等の入通院及び入院時食
事代にかかる医療費の支援により、ひ
とり親家庭等の経済的負担の軽減を図
ることができました。

医療費（助成額）抑制のため、疾病予
防及びジェネリック医薬品を推奨しま
す。また、令和５年１月からの現物化
地域の拡大に向け、準備を円滑に進め
ます。

Ａ

ひとり親家庭等の自立に向けて、ハ
ローワークと連携した就労相談をはじ
め、就業に有利な資格取得支援、日常
生活の各種相談など相談者に寄り添っ
た支援を行いました。

ひとり親家庭等の自立に向けて、相談
者が相談しやすい環境整備に努めま
す。また、各種支援制度の周知に努め
ます。

Ａ

ひとり親家庭等の児童に対して、市内
で使用できる地域商品券(6,000円分)を
支給することにより、コロナ禍におい
て経済的支援を行うことができまし
た。

コロナ禍の状況を踏まえ、ひとり親家
庭等に対して、必要な支援を行いま
す。

Ａ

法令等に基づき、児童扶養手当の支給
を適正に行いました。また、手当受給
資格に疑義がある場合の調査及び関係
機関との連絡調整も速やかに行うこと
ができました。

児童扶養手当の認定に当たり、受給資
格審査を適正に行います。ひとり親家
庭等の自立に向けて、受給者に寄り
添った支援を継続します。
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